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要 約 

 

殺虫剤「1,3-ジクロロプロペン」（CAS No. 542-75-6）について、農薬抄録等を用

いて食品健康影響評価を実施した。 

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（レタス、ほう

れんそう等）、作物残留、亜急性毒性（ラット及びマウス）、慢性毒性（イヌ）、慢

性毒性/発がん性併合（ラット及びマウス）、発がん性（マウス）、繁殖（ラット）、

発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。 

各種毒性試験結果から、1,3-ジクロロプロペン投与による影響は、主に胃（前胃扁

平上皮過形成、角化亢進）、膀胱（移行上皮過形成）及び血液（貧血）に認められた。 

繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められな

かった。 

発がん性試験において、雌雄のラットで肝細胞腺腫及び前胃の扁平上皮乳頭腫の発

生頻度増加が認められ、また、雌雄のマウスで肺気管支腺腫、前胃の扁平上皮乳頭腫

及び膀胱移行上皮癌の発生頻度増加が認められたが、腫瘍発生機序は遺伝毒性による

ものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。 

各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発が

ん性併合試験の 2 mg/kg 体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数 100

で除した 0.02 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。 
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Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．用途 

殺虫剤 

 

２．有効成分の一般名 

和名：1,3-ジクロロプロペン 

英名：1,3-dichloropropene（ISO 名） 

 

３．化学名 

IUPAC 

和名：(EZ)-1,3-ジクロロプロペン 

英名：(EZ)-1,3-dichloropropene 

CAS（No.542-75-6） 

和名：1,3-ジクロロ-1-プロペン 

英名：1,3-dichloro-1-propene 

 

４．分子式 

C3H4Cl2 

 

５．分子量 

111.0 

 

６．構造式 

 

 

 

 

 

７．開発の経緯 

1,3-ジクロロプロペンは、土壌くん蒸用に使用される殺虫剤（殺線虫剤）であり、

線虫の酵素の求核反応中心（チオール基、アミノ基及び水酸基等のグループ）と化

学結合をすることにより酵素活性を阻害すると考えられている。日本では 1950 年

に初回農薬登録された。諸外国ではアルジェリア、オーストラリア及びベルギー等、

32 カ国で登録されている。ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準が設定され

ている。今回、農薬取締法に基づく適用拡大申請（レタス、ほうれんそう等）に伴

う基準値設定の要請がなされている。 

C C
ClCH2

ClH

H
C C

ClCH2 Cl

H H

E -体 Z -体

C C
ClCH2

ClH

H
C C

ClCH2 Cl

H H

E -体 Z -体 Z-体/E-体＝1.5～1.1/1.0 
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本剤原体には、当初安定化剤としてエピクロロヒドリン1が添加されていたが、

後に、安定化剤はエポキシ化大豆油に変更され、現在エピクロロヒドリンは含まれ

ていない。 

                                            
1 IARC による発がん性分類で「グループ 2A」に分類されている物質。（参照 8） 
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要 

農薬抄録（2010 及び 2011 年）等を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理し

た。（参照 8～18） 

 

各種運命試験［Ⅱ.1～4］は、1,3-ジクロロプロペンの全ての炭素を 14C で標識し

たもの（以下「14C-1,3-ジクロロプロペン」という。）、13C で標識したもの（以下

「13C-1,3-ジクロロプロペン」という。）又は四つの水素原子全てを重水素

（deuterium）で標識したもの（以下「D4-1,3-ジクロロプロペン」という。）を用

いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合はジクロロプ

ロペンに換算した。代謝物/分解物略称及び検査値等略称は別紙 1 及び 2 に示され

ている。 

 

１．動物体内運命試験 

（１）ラット 

① 吸収 

ａ．血中濃度推移 

Fischer ラット（一群雌 3～6 匹）に 13C-1,3-ジクロロプロペン（Z-体/E-体

=1.3/1.0）のコーンオイル懸濁液又はマイクロカプセル化した非標識体（Z-体/E-

体=1.1/1.0）のコーンオイル懸濁液を 25 mg/kg 体重で単回経口投与し、投与後 1

時間にわたって経時的に血液を採取して、異性体別の血中濃度推移について検討

された。 

薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。 

いずれの投与群においても、血中濃度は投与後 10 分以内に Tmaxに到達し、投

与後 40 分以内に Cmaxの 10 分の 1 未満に低下した。従来のコーンオイル懸濁液

と比較して、マイクロカプセル化由来の 1,3-ジクロロプロペンの血中濃度は一貫

して高く、吸収が速いことが確認された。Z-体と E-体との比較では、E-体の血

中濃度が Z-体よりも一貫して高かった。 

さらに、前述と同様の投与を行ったラットの頸静脈に中空ファイバー製プロー

ブを埋め込み、連続的に血中濃度がモニターされた。その結果、13C-1,3-ジクロ

ロプロペン及びマイクロカプセル化した非標識体の T1/2（相）は、それぞれ

及び分、T1/2（相）はそれぞれ 43 及び 29 分であった。（参照 18） 
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表 1 薬物動態学的パラメータ 

標識体 13C-1,3-ジクロロプロペン 非標識体(マイクロカプセル化) 

投与量(mg/kg 体重) 25 25 

異性体 Z-体 E-体 Z-体 E-体 

Tmax (min) 10 10 5 3 

Cmax (g/L) 78 279 127 286 

T1/2 (min) 
相 3.1 3.5 3.7 2.8 

相 40 32 37 27 

AUC (min・g/L) 1,070 3,740 1,340 4,280 

 

ｂ．吸収率 

排泄試験[1.(1)④]における尿、呼気、ケージ洗浄液、組織及びカーカス2中放

射能の合計から、1,3-ジクロロプロペンの経口投与後 48 時間における体内吸収

率は、単回投与で約 80～95%、反復投与で約 96%と算出された。（参照 18） 

 

② 分布 

Fischer ラット（雌雄各 5 匹）に非標識体を 5 mg/kg 体重/日で 14 日間反復経

口投与後、14C-1,3-ジクロロプロペン（Z-体/E-体=53.3%/43.0%）を 5 mg/kg 体

重で単回経口投与して、体内分布試験が実施された。 

主要臓器及び組織における残留放射能濃度は表 2 に示されている。 

投与 48 時間後の臓器及び組織中残留放射能濃度は低く、分布は雌雄で類似し、

雌雄とも前胃及び膀胱で高かった（前胃：1.07～1.14g/g、膀胱：0.78～1.15 g/g）。

（参照 18） 

 

表 2 主要臓器及び組織における残留放射能濃度（g/g） 

性別 投与 48 時間後 

雄 
前胃(1.14)、膀胱(0.78)、皮膚(0.41)、脾臓(0.39)、肝臓(0.37)、

心臓(0.30)、腎臓(0.26)、血液(0.24) 

雌 
膀胱(1.15)、前胃(1.07)、脾臓(0.33)、卵巣(0.30)、肝臓(0.29)、

心臓(0.24)、血液(0.20)、腎臓(0.17)、皮膚（0.15） 

 

③ 代謝 

ａ．代謝-1 

排泄試験[1.(1)④ a.]における投与後 24 時間の尿及び糞を試料として、代謝

物同定・定量試験が実施された。 

尿及び糞中の代謝物は表 3 に示されている。 

尿中における主要代謝物は D（メルカプツール酸抱合体）で、ほかには E（D

                                            
2 組織・臓器を取り除いた残渣のことをカーカスという（以下同じ）。 
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のスルホキシド体）及び F（D のスルホン体）が検出された。糞中からは、代謝

物の分離及び同定のために必要な量の放射能が検出されなかった。 

1,3-ジクロロプロペンのラット体内における主要代謝経路は、グルタチオン抱

合を経て、そのスルホキシド体及びスルホン体が生成され尿から排泄される経路、

他にはいくつかの反応を経て、CO2として呼気中から排泄される経路と考えられ

た。（参照 18） 

 

表 3 尿及び糞中の主要代謝物（％TAR） 

投与方法 
投与量 

(mg/kg体重) 
性別 試料 代謝物 

単回経口 

投与 
5 

雄 
尿 D(22.7)、E(6.0)、F(7.4) 

糞 － 

雌 
尿 D(14.3)、E(4.3)、F(4.8) 

糞 － 

反復経口 

投与 
5 

雄 
尿 D(28.5)、E(8.2)、F(5.8) 

糞 － 

雌 
尿 D(25.5)、E(6.7)、F(7.1) 

糞 － 

－：検出されず  

 

ｂ．代謝-2  

排泄試験[1.(1)④ b.]における投与後 48 時間の尿及び糞を試料として、代謝

物同定・定量試験が実施された。また、Fischer ラット（雄 2 匹）に D4-1,3-ジク

ロロプロペンを 50 mg/kg 体重で単回経口投与し、投与後 9 時間における尿及び

糞試料を採取して、代謝物のさらなる検討が行われた。 

尿及び糞中の代謝物は表 4 に示されている。 

尿中における主要代謝物は D で、ほかに尐量の E、2,3-DMC 及び 3,3-DMC

が検出された。50 mg/kg 体重投与群の糞中では 5%TAR を超える代謝物は検出

されなかった。 

呼気中の 14CO2 検出量は、1985 年に実施された同用量での試験結果から、1 

mg/kg 体重投与群で 17.6%TAR、50 mg/kg 体重投与群で 15.1%TAR であった。 

1,3-ジクロロプロペンのラット体内における主要代謝経路はグルタチオン抱合

及び 3-クロロ基の加水分解経路であり、マイナーな経路として 1,3-ジクロロプロ

ペン又はグルタチオン抱合体のエポキシ化が考えられた。（参照 18） 
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表 4 尿及び糞中の主要代謝物（％TAR） 

投与量 

(mg/kg 体重) 
試料 代謝物 

1 
尿 

D(22.0/5.6) a、3,3-DMC(8.8)、E(8.1)、2,3-DMC(1.6)、 

未同定極性代謝物(10.4) 

糞 － 

50 尿+糞 
D(30.3/13.9 a、尿中のみ)、E+未同定代謝物(7.0)、

3,3-DMC(4.2)、2,3-DMC(0.6)、未同定極性代謝物(5.2) 

－：測定されず、a：Z-体/E-体 

 

④ 排泄 

ａ．排泄-1 

Fischer ラット（雌雄各 2 匹）に 14C-1,3-ジクロロプロペン（Z-体/E-体

=53.3%/43.0%）を 5 mg/kg 体重で単回経口投与し、又は Fischer ラット（雌雄

各 5 匹）に非標識体を 5 mg/kg 体重/日で 14 日間反復経口投与後に 14C-1,3-ジク

ロロプロペンを 5 mg/kg 体重で単回経口投与して、排泄試験が実施された。 

尿、糞及び呼気中排泄率は表 5 に示されている。 

雌雄いずれにおいても、投与後 48 時間で投与放射能はほぼ完全に尿、糞及び

呼気中に排泄され、主要排泄経路は尿中であった。1,3-ジクロロプロペンのラッ

トにおける排泄は速やかで、大部分が投与後 24 時間で排泄された。投与方法及

び雌雄による差は認められなかった。（参照 18） 

 

表 5 尿、糞及び呼気中排泄率（％TAR） 

投与方法 単回経口投与 反復経口投与 

投与量 (mg/kg 体重) 5 5 

性別 雄 雌 雄 雌 

投与後 

24 時間 

尿 53.2 60.3 61.4 63.5 

糞 5.5 5.2 3.5 3.8 

呼気 (14CO2) 23.7 31.6 25.2 25.0 

投与後 

48 時間 

尿 53.9 61.4 62.4 64.7 

糞 6.3 5.8 4.5 4.8 

呼気 (14CO2) 24.9 32.5 26.6 26.3 

ケージ洗浄液 0.5 0.6 1.3 1.0 

組織及びカーカス   5.7 4.3 

/：データなし 

 

ｂ．排泄-2  

Fischer ラット（雄 3 匹）に 14C-1,3-ジクロロプロペン（Z-体/E-体=52/48）を

1 又は 50 mg/kg 体重で単回経口投与して、排泄試験が実施された。 

尿及び糞中排泄率は表 6 に示されている。 
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投与後 48 時間で約 60%TAR が尿中に排泄され、糞中排泄率は 9%TAR 以下で

あった。（参照 18） 

 

表 6 尿及び糞中排泄率（％TAR） 

試料 尿 糞 

投与量 (mg/kg 体重) 1 50 1 50 

投与後 12 時間 52.7 55.4 
7.6 3.8 

投与後 24 時間 55.3 59.5 

投与後 48 時間 56.5 60.4 9.0 4.3 

 

（２）マウス 

① 吸収 

排泄試験[1.(2)③]における尿中放射能から、1,3-ジクロロプロペンの経口投与

後48時間における体内吸収率は、100 mg/kg体重の単回投与で尐なくとも55.5%

と推定された。（参照 18） 

 

② 代謝 

排泄試験[1.(2)③]における投与後 48 時間の尿及び糞を試料として、代謝物同

定・定量試験が実施された。 

尿及び糞中の代謝物は表 7 に示されている。 

尿中における主要代謝物はDで、ほかに尐量のE及び 2,3-DMCが検出された。

代謝物のプロファイルはラットと同様であり、定量的な相違のみが認められた。

呼気中の 14CO2 検出量は、1985 年に実施された同用量での試験結果から、1 

mg/kg体重投与群で 14.4%TAR、100 mg/kg体重投与群で 13.7%TARであった。

（参照 18） 

 

表 7 尿及び糞中の主要代謝物（％TAR） 

投与量 (mg/kg体重) 試料 代謝物 

1 
尿 

D(5.4/0.4)a、E+未同定代謝物(5.3)、2,3-DMC(2.1)、 

未同定極性代謝物(14.2) 

糞 － 

100 尿+糞 
D(13.7/3.4)a、E+未同定代謝物 (3.6)、3,3-DMC

（0.7）、2,3-DMC(0.5)、未同定極性代謝物(14.8) 

－：測定されず、a：Z-体/E-体 

 

③ 排泄 

B6C3F1マウス（雄 3 匹）に 14C-1,3-ジクロロプロペン（Z-体/E-体=52/48）を

1 又は 100 mg/kg 体重で単回経口投与して、排泄試験が実施された。 

尿及び糞中排泄率は表 8 に示されている。 
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投与後 48 時間で 55%TAR 以上が尿中に排泄され、糞中排泄率は 15.1%TAR

以下であった。（参照 18） 

 

表 8 尿及び糞中排泄率（％TAR） 

試料 尿 糞 

投与量 (mg/kg 体重) 1 100 1 100 

投与後 12 時間 57.7 47.8 
13.4 10.0 

投与後 24 時間 63.2 54.5 

投与後 48 時間 64.0 55.5 15.1 10.7 

 

（３）エポキシ化の検討試験 

1,3-ジクロロプロペンの代謝物の分析から代謝中間体としてエポキシ化体

（DCPO）の生成が想定されたので、エポキシ化経路の検討試験が実施された。 

In vivo 試験として、Fischer ラット及び B6C3F1マウス（各雄 3～4 匹）に 1,3-

ジクロロプロペンを 100 mg/kg 体重で単回経口投与し、又は B6C3F1マウス及び

Swiss マウス（各雄 2～4 匹）に 1,3-ジクロロプロペンを 100 若しくは 700 mg/kg

体重で単回腹腔内投与して、血液中の 1,3-ジクロロプロペン及び DCPO の濃度、

半減期及び AUC 値が測定された。また、in vitro 試験として、Fischer ラット及

び B6C3F1マウスの血液及び肝臓のホモジネートに DCPO（初期濃度 300 ng/g）

を添加し、37℃で最長 10 分間インキュベートして半減期が測定された。 

In vivo 試験における 1,3-ジクロロプロペン及び DCPO の AUC 値は表 9 に、

in vitro 試験における血液及び肝臓ホモジネート中の DCPO の半減期は表 10 に

示されている。 

In vivo 試験では、マウスを用いた腹腔内投与試験の 100 及び 700 mg/kg 体重

投与群を比較すると、DCPO の AUC 値は 7 倍よりはるかに大きく、エポキシ化

経路の存在とともに 700 mg/kg 体重投与群では DCPO の分解代謝系が飽和して

いることが示唆された。しかし、1,3-ジクロロプロペンを 100 mg/kg 体重で経口

投与したラット及びマウスの肝臓では DCPO は検出限界以下であった。 

In vitro 試験では、血液中の DCPO の半減期はラット及びマウスのいずれにお

いても極めて短く、1.04～2.42 分であり、肝臓ホモジネートの 10 倍希釈液にお

いても半減期は 3 分未満であった。100 倍希釈液では半減期が 10 倍に延長した

（9.45～15.7 分）。100 倍希釈液を煮沸した場合の半減期（16.5～20.6 分）は緩

衝液の半減期（19.5～21.8 分）と同等に近く、DCPO の分解が酵素的に進行す

ることが示唆された。異性体の比較では、E-体が Z-体と比較して約 30%短かっ

た。（参照 13、14、18） 
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表 9 1,3-ジクロロプロペン及び DCPO の AUC 値（min・g/g） 

動物 
投与量 

(mg/kg 体重) 

投与 

経路 

1,3-ジクロロプロペン DCPO 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

Fischer ラット 100 経口 0.74 4.5 ND ND 

B6C3F1マウス 100 経口 ND 0.92 ND ND 

B6C3F1マウス 100 腹腔内 44.3 181 0.42 0.43 

B6C3F1マウス 700 腹腔内 3,970 5,710 85.4 26.8 

Swiss マウス 700 腹腔内 2,910 4,620 33.0 15.8 

ND：検出限界（0.29 g/g）以下 

 

表 10 血液中及び肝臓ホモジネートでの DCPO の半減期（min） 

動物 試料 DCPO Z-体 DCPO E-体 

Fischer 

ラット 

血液 1.37 1.04 

肝臓 10 倍希釈 2.56 1.80 

肝臓 100 倍希釈 15.7 12.4 

肝臓 100 倍希釈 加熱 (煮沸) 18.6 20.6 

B6C3F1 

マウス 

血液 2.42 2.14 

肝臓 10 倍希釈 1.89 1.04 

肝臓 100 倍希釈 15.6 9.45 

肝臓 100 倍希釈 加熱 (煮沸) 16.5 19.8 

緩衝液 19.5 21.8 

 

（４）吸入暴露における動物体内運命試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雄 3～6 匹）に 1,3-ジクロロプロペン原体（Z-体/E-体

=49.3%/42.8%、安定化剤を含まない）を 30、90、300 及び 900 ppm の濃度で 3

時間吸入暴露（頭部暴露）して、体内運命試験が実施された。血液採取は暴露開

始から暴露終了 2 時間後まで 1 時間毎に行われた。また、90 及び 150 ppm の濃

度で、麻酔下での鼻部暴露又は外科的に上部気道と下部気道を分けたラットへの

暴露により、各部位からの吸収量が測定された。 

血中薬物動態学的パラメータは表 11 に示されている。 

血中濃度は、30 及び 90 ppm 暴露群では暴露 1 時間後の血液採取時に定常状

態に達していた。300 ppm 暴露群では定常状態到達に 2～3 時間を要し、900 ppm

暴露群では暴露 3 時間後においても定常状態に達しなかった。300 ppm 以下暴露

群における組織への分布は速やかであったが、消失相の半減期は暴露濃度にかか

わらず 30～40 分であった。E-体の血中濃度が Z-体よりも一貫して高かった。 

各部位からの吸収量の測定の結果、上部気道では 16%（90 ppm）～11%（150 

ppm）、下部気道では 50%（90 ppm）～48%（150 ppm）の吸収が認められた。

したがって、ラットに吸入暴露された 1,3-ジクロロプロペンは、約 50%が主とし
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て肺から吸収されると考えられた。（参照 18） 

 

表 11 血中薬物動態学的パラメータ 

暴露濃度 30 ppm 90 ppm 300 ppm 900 ppm 

異性体 Z-体 E-体 Z-体 E-体 Z-体 E-体 Z-体 E-体 

定常状態到達時間 

(hr) 
1 1 2 ~ 3 

暴露 3 時間で定

常状態に達せず 定常状態血中濃度 

(g/mL) 
0.085 0.12 0.20 0.26 0.89 1.87 

T1/2 (min) 
相 3.0 3.0 4.6 40 

相 暴露濃度にかかわらず 30 ~ 40 

 

２．植物体内運命試験 

（１）レタス及びほうれんそう 
14C-1,3-ジクロロプロペンを製剤 337 L/ha（有効成分量換算で約 400 kg ai/ha）

の用量で播種前の土壌に処理し、処理直後にレタス（品種名：Northrop-King 

Grank Rapids）及びほうれんそう（品種名：Northrop-King Indian Summre）

を播種して、植物体内運命試験が実施された。なお、レタスについては、土壌処

理 25 日後に 2 回目の播種が行われた。試料採取は、ほうれんそうでは播種 42

日後、レタスでは播種 57 日後、2 回目に播種したレタスでは播種 39 日、52 日

及び 75 日後に実施された。 

土壌処理後のレタス及びほうれんそうにおける総残留放射能濃度は表 12 に示

されている。 

14C-1,3-ジクロロプロペンを処理した土壌で栽培したほうれんそう及びレタス

中の総残留放射能濃度は、0.34～1.92 mg/kg（生重量当たり）であった。1,3-ジ

クロロプロペン及び文献3から既知である主要代謝物 G/H（シス/トランス-3-クロ

ロアリルアルコール）は揮発性であることから、これらの試料を水蒸気蒸留した

結果、蒸留された放射能は 2%TRR 未満であった。同様の試料をメタノールで抽

出したところ、40～66%TRR は溶解したが、溶解成分のうち揮発性成分は

1%TRR 以下であった。前述の水蒸気蒸留の結果と合わせて、試料中の 1,3-ジク

ロロプロペン及び G/H の残留濃度は、最大でも 0.05 mg/kg（3%TRR）に達しな

いと考えられた。その他の可溶性の放射性化合物は、クロマトグラム等の挙動か

ら高極性物質を構成し、植物成分として取り込まれていると考えられた。（参照

18） 

                                            
3 1,3-ジクロロプロペンのインゲンマメ、トマト及びにんじんにおける代謝実験（参照 9） 
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表 12 土壌処理後のレタス及びほうれんそうにおける総残留放射能濃度 

作物 
土壌処理後 

日数 
播種後日数 

総残留放射能濃度 (mg/kg) 

生重量に対する濃度 乾重量に対する濃度 

ほうれんそう 42 42 1.92 28.5 

レタス 1 57 57 1.80 18.8 

レタス 2 64 39 1.32 17.6 

レタス 3 77 52 0.51  7.9 

レタス 4 100 75 0.34  6.2 

 

（２）だいず 

14C-1,3-ジクロロプロペンを製剤 337 L/ha（有効成分量換算で約 400 kg ai/ha）

の用量で播種前の土壌に処理し、処理直後（1 回目播種）、処理 25 日後（2 回目

播種）及び処理 35 日後（3 回目播種）にだいず（品種名：Northrop-King 1346）

を播種して、植物体内運命試験が実施された。試料として、1 回目及び 3 回目に

播種した分については、それぞれ播種 57 及び 35 日後に青刈試料が、2 回目に播

種した分については播種 122 日後に子実、さや及び茎試料が採取された。 

土壌処理後のだいずにおける総残留放射能濃度は表 13 に示されている。 

14C-1,3-ジクロロプロペンを処理した土壌で栽培しただいず試料中の総残留放

射能濃度は、土壌処理 57 及び 70 日後でそれぞれ 7.75 及び 2.84 mg/kg であり、

経時的な減尐が認められた。子実、茎及びさや試料では同程度の残留放射能濃度

が認められた。青刈試料、茎及びさや試料について水蒸気蒸留を行い、揮発性成

分（1,3-ジクロロプロペン及び G/H が含まれる可能性がある）が検出されたが、

3%TRR 未満であった。同様に、子実からも揮発性成分が検出されたが、0.3%TRR

未満であった。子実中の 5.6 mg/kg（乾重量当たり）の残留放射能は、脂肪画分

に 13%TRR が、タンパク質画分に 34%TRR が分布していた。（参照 18） 

 

表 13 土壌処理後のだいずにおける総残留放射能濃度 

試料 
土壌処理後 

日数 
播種後日数 

総残留放射能濃度（mg/kg） 

生重量に対する濃度 乾重量に対する濃度 

青刈試料 1 

（1 回目播種） 
57 57 7.75 36.3 

青刈試料 2 

（3 回目播種） 
70 35 2.84 15.2 

子実 

（2 回目播種） 
147 122 5.18  5.6 

茎+さや試料 

（2 回目播種） 
147 122 5.37  5.8 
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（３）てんさい 

播種前の土壌において、植え付け位置の中心から 15 cm 離れた両側に 10 cm

間隔で、14C-1,3-ジクロロプロペン 8.63 g を 25 cm の深さで 12 か所に注入処理

し、処理 7 日後にてんさい（品種名不明）を植え付け、植物体内運命試験が実施

された。試験区を除いた周囲の圃場（非試験区）には非標識体が投与された。試

料は植え付け 161 日後に採取された。 

土壌処理後のてんさいにおける総残留放射能濃度は表 14 に示されている。 

てんさいを各部位に分けて放射能濃度を測定した結果、その濃度は 0.21～0.53 

mg/kg の範囲であった。中心部の放射能濃度は周辺部より低い傾向を示した。ま

た、単離されたショ糖、セルロース、タンパク質、アミノ酸及び有機酸の全てに

放射能の取り込みが認められたことから、1,3-ジクロロプロペンは、てんさい中

で種々の反応を経て、植物成分に取り込まれると考えられた。（参照 18） 

 

表 14 土壌処理後のてんさいにおける残留放射能濃度（mg/kg） 

試料部位（根部） 

試料採取位置 

試験区内 

（標識体処理） 

試験区の植え付け 

位置から約 10 cm

離れた非試験区 

（非標識体処理） 

試験区の植え付け 

位置から約 20 cm

離れた非試験区 

（非標識体処理） 

上位中心部 0.28 0.31 0.41 

中位中心部 0.27 0.28 0.36 

中位中心部外側 0.21 0.28 0.36 

中位外縁部 0.36 0.29 0.47 

中位皮 0.53 ‐ ‐ 

下位中心部 0.31 0.30 0.33 

‐：確認せず 

 

３．土壌中運命試験 

（１）好気的土壌中運命試験 
14C-1,3-ジクロロプロペンのアセトン溶液を、シルト質壌土及び壌質砂土（い

ずれも採取地不明）にそれぞれ 105 及び 99 mg/kg 乾土となるように添加し、25

±1℃の暗条件下、シルト質壌土では 30 日間、壌質砂土では 105 日間インキュ

ベートして、好気的土壌中運命試験が実施された。 

好気的土壌における放射能分布は表 15 に示されている。 

いずれの土壌においても、1,3-ジクロロプロペンは試験終了時には約 16～

28%TAR に減尐した。抽出放射能は経時的に減尐し、非抽出性総残留放射能が

約 11～28%TAR、14CO2が約 2～19%TAR に達した。いずれの土壌においても、

分解物として G/H、I 及び J が同定された。1,3-ジクロロプロペンの推定半減期

は、シルト質壌土で 11.5 日、壌質砂土で 53.9 日と算出された。（参照 18） 
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表 15 好気的土壌における放射能分布（%TAR） 

土壌 
シルト質壌土 

（処理 30 日後） 

壌質砂土 

（処理 105 日後） 

1,3-ジクロロプロペン 16.2 28.2 

G/H  5.3 22.1 

I  0.7  0.6 

J  2.3  1.0 

14CO2 19.4  2.1 

カルボン酸類  4.3  3.8 

非抽出性総残留放射能 27.6 10.6 

 

（２）土壌中運命試験 

植え付け前の土壌（米国：土質不明）において、植え付け位置の中心から 15 cm

離れた両側に 10 cm 間隔で、14C-1,3-ジクロロプロペン 8.63 g を 25 cm の深さで

12 か所に注入処理し、処理 14 日後にてんさいを植え付け、てんさいの収穫時（植

え付け 161 日後）、土壌処理 1 年後及び収穫 1 年後に土壌を採取して、土壌中運

命試験が実施された。 

その結果、約 15%TAR の放射能が収穫時の土壌に残留し、その後残留化合物

に有意な変化は見られなかった。土壌残留化合物のうち約 35%が 1,3-ジクロロプ

ロペン及び G/H又は両化合物の結合体であったが、その存在比は不明であった。

また、I/J は検出されなかった。（参照 18） 

 

（３）土壌吸着試験 

1,3-ジクロロプロペン（E-体/Z-体=50.9%/44.9%）を用いて、4 種類の国内土壌

［シルト質埴壌土（茨城）、砂質埴壌土（愛知）、軽埴土（高知）及び砂土（宮

崎）］における土壌吸着試験が実施された。 

Z-1,3-ジクロロプロペンにおける Freundlich の吸着係数 Kadsは 0.52～1.51、

有機炭素含有率により補正した吸着係数 Koc は 35～91 であった。また、E-1,3-

ジクロロプロペンにおける Freundlich の吸着係数 Kadsは 0.86～1.66、有機炭素

含有率により補正した吸着係数 Koc は 46～136 であった。（参照 18） 

 

４．水中運命試験 

（１）加水分解試験 

pH 5、pH 7 及び pH 9 の滅菌リン酸緩衝液に、14C-1,3-ジクロロプロペンを約

6.5 mg/L となるように添加し、10℃で 28 日間、20℃で 22 日間又は 30℃で 7 日

間、暗所条件下でインキュベートして加水分解試験が実施された。 

1,3-ジクロロプロペンは経時的に減尐し、分解速度はどの温度においても pH
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に影響されず、分解反応は一次反応であった。 

1,3-ジクロロプロペンの推定半減期は、30、20 及び 10℃でそれぞれ 3.1、11.3

及び 51 日であり、1,3-ジクロロプロペンの加水分解は温度に依存し、分解物と

して G/H が同定された。この分解物の E-体、Z-体の HPLC 上の分離は不能であ

ったが、分解が一次反応であることから 1,3-ジクロロプロペンの 2 つの異性体は

同じ速度で加水分解されるものと考えられた。（参照 18） 

 

（２）水中光分解試験① 

pH 7 の滅菌トリス塩酸緩衝液に、14C-1,3-ジクロロプロペンを 5 mg/L となる

ように添加した後、25℃で 11～16 日間キセノン光（光強度：夏の太陽光の 88%）

を照射して水中光分解試験が実施された。 

滅菌トリス塩酸緩衝液中における 1,3-ジクロロプロペンの推定半減期は光照

射区で 5.7 日、暗所対照区では 5.8 日であった。 

1,3-ジクロロプロペンの水中における分解に光はほとんど寄与せず、主たる分

解原因は加水分解であり、G/H が生成した。試験終了時点の 16 日後における光

照射区と暗所での G/H の残存率はそれぞれ 80 及び 71%TAR を示した。G/H は

さらに光分解を受け、シュウ酸を含む分解物が検出された。この他に、光照射区

及び暗所において J が 3%TAR 検出された。（参照 18） 

 

（３）水中光分解試験② 

滅菌自然水［河川水（埼玉）］又は滅菌蒸留水に、非標識の 1,3-ジクロロプロ

ペン（E-体/Z-体=50.9%/44.9%）を 5 mg/L の濃度で添加し、25±1℃で蛍光ケミ

カルランプ（光強度：1.76 mWh/cm2）を 7 日間連続照射して水中光分解試験が

実施された。 

光照射した滅菌自然水及び滅菌蒸留水中における 1,3-ジクロロプロペンの推

定半減期はいずれも約 5 日であった。暗所対照区では、滅菌自然水及び滅菌蒸留

水中における推定半減期はそれぞれ約 6 及び 7 日であった。異性体による差はみ

られなかった。（参照 18） 

 

５．土壌残留試験 

火山灰土（千葉）、沖積土（三重）、沖積土・埴壌土（神奈川）、火山灰土・壌

土（茨城）、沖積土・砂壌土（茨城）、火成岩・埴壌土（広島）、火山灰土・埴壌

土（茨城）、壌土（茨城）及び埴壌土（神奈川）を用いて、1,3-ジクロロプロペン

を分析対象化合物とした畑地条件における土壌残留試験（容器内及び圃場）が実施

された。推定半減期は表 16 に示されている。（参照 18） 
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表 16 土壌残留試験成績 

試験 濃度 ※ 土壌 
推定半減期 

1,3-ジクロロプロペン 

容器内試験 

0.3 mL/kg 
火山灰土 

Z-体：1 時間以内～2 日以内 

E-体：1 時間以内～2 日以内 

沖積土 

320 mg/L 

Z-体：164 mg/L 

E-体：156 mg/L 

火成岩・埴壌土 

火山灰土・埴壌土 

27 g/L 

Z-体：13 g/L 

E-体：14 g/L 

壌土 

埴壌土 

圃場試験 

300 L/ha 

火山灰土 

Z-体：1～3 日 

E-体：1～15 日 

沖積土 

沖積土・埴壌土 

火山灰土・壌土 

400 L/ha 火山灰土・壌土 

300 L/ha 沖積土・埴壌土 
※：いずれの試験も 92%油剤を使用 

 

６．作物残留試験 

野菜、果実、茶等を用い、1,3-ジクロロプロペンを分析対象化合物とした作物残

留試験が実施された。 

結果は別紙 3 に示されている。 

1,3-ジクロロプロペンの残留値は全ての作物において定量限界未満であった。（参

照 18） 

 

７．一般薬理試験 

ラット、マウス、ウサギ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結

果は表 17 に示されている。（参照 18） 
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表 17 一般薬理試験概要 

試験の種類 動物種 
動物数 

/群 

投与量 

（mg/kg体重） 

（投与経路） 

最大無作用量 

（mg/kg体重） 

最小作用量 

（mg/kg体重） 
結果の概要 

中

枢

神

経

系 

一般症状 

（Irwin法） 

ddY 

マウス 
雄 3 

0､3､10､30､ 

100､300､ 

1,000 

（経口） 

30 100 

100 mg/kg 体重以

上でグルーミング

及び自発運動量低

下 

1,000 mg/kg 体重

で全例死亡 

ddY 

マウス 
雄 3 

0､1.0､3.0､ 

10､30､100､ 

300 

（静脈内） 

10 30 

30 mg/kg 体重以上

でグルーミング、触

反応、自発運動量及

び耳介反射低下 

100 mg/kg 体重投

与群で流涙及び呼

吸数増加 

300 mg/kg 体重で

全例死亡 

睡眠時間 

延長 

ddY 

マウス 
雄 8 

0､30､100､

300 

（経口） 

100 300 
睡眠時間が 1.6 倍

に延長 

体温 
Wistar 

ラット 
雄 8 300 － 

影響なし 

痙攣誘発 
ddY 

マウス 
雄 8 300 － 

影響なし 

抗痙攣 
ddY 

マウス 
雄 8 100 300 

300 mg/kg 体重で

1 例、強直性伸展痙

攣抑制 

協調運動 
ddY 

マウス 
雄 8 300 － 

影響なし 

呼

吸 

・

循

環

器

系 

呼吸及び 

循環器 

日本白色種

ウサギ 
雄 4 

0､3､10､30 

（静脈内） 
3 10 

10 mg/kg 体重以上

で呼吸流量低下傾

向及び呼吸数増加

傾向 

30 mg/kg 体重で血

圧低下傾向及び心

拍数増加 

自

律

神

経

系 

摘出輸精管 
Wistar 

ラット 
雄 4 

10-6~10-4 M 

（in vitro） 
10-4 M － 

影響なし 

摘出回腸 
Hartley 

モルモット 
雄 4 

10-6~10-4 M 

（in vitro） 
10-4 M － 

影響なし 
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試験の種類 動物種 
動物数 

/群 

投与量 

（mg/kg体重） 

（投与経路） 

最大無作用量 

（mg/kg体重） 

最小作用量 

（mg/kg体重） 
結果の概要 

消

化

器

系 

腸管輸送能 
ddY 

マウス 
雄 8 

0､30､100､ 

300 

（経口） 

30 100 

腸管輸送能の亢進

が認められた。 

骨格筋 
Wistar 

ラット 
雄 4 

10-6~10-4 M 

（in vitro） 
10-4 M － 

影響なし 

血

液 

溶血性試験 
Wistar 

ラット 
雄 6 

0､30､100､ 

300 

（経口） 

300 － 
影響なし 

血液凝固 

(APTT 法) 
300 － 

影響なし 

血漿 ChE 
Wistar 

ラット 
雄 6 

0､30､100､ 

300 

（経口） 

300 － 

影響なし 

注）安定化剤としてエポキシ化大豆油添加の原体が用いられた。溶媒は、経口投与ではコーン油、 

静脈内投与では 5%グルコース水溶液、in vitro 試験では生理食塩水が用いられた。 
－：最小作用量が設定されない。 

 

８．急性毒性試験 

1,3-ジクロロプロペン原体（Z-体/E-体＝52.6%/44.9%、安定化剤としてエポキシ

化大豆油含有）のラット及びウサギを用いた急性毒性試験が実施された。結果は表

18 に示されている。（参照 18） 

 

表 18 急性毒性試験概要 

投与経路 動物種 
LD50（mg/kg 体重） 

観察された症状 
雄 雌 

経口 
Fischer ラット 

雌雄各 5 匹 
300 224 

嗜眠、下痢、流涙、血涙、胃出血、胃

内の水様内容物、盲腸内の水様性内容

物及び粘液、会陰部の汚れ、盲腸粘膜

表面上の壊死性線維素様物質、胃壁の

肥厚、胃と腹壁の癒着（穿孔性潰瘍治

癒の徴候） 

雌雄：500 mg/kg 体重以上で死亡例 

経皮 
NZW ウサギ 

雌雄各 5 匹 
333 333 

暴露部位の皮下出血、浮腫、紅斑、壊死 

雄：200 mg/kg 体重以上で死亡例 

雌：1,000 mg/kg 体重で死亡例 

吸入 
Fischer ラット 

雌雄各 5 匹 

LC50（ppm） 刺激性症状、顔面の汚れ、肺葉の出血 

雌雄：750 ppm 以上で死亡例 855~1,040 904 
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９．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

1,3-ジクロロプロペン原体（Z-体/E-体＝52.6%/44.9%、安定化剤としてエポキシ

化大豆油含有）のNZWウサギを用いた眼刺激性及び皮膚刺激性試験が実施された。

その結果、眼刺激性及び皮膚刺激性が認められた。 

Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験が実施され、結果は陽性であった。

（参照 18） 

 

１０．亜急性毒性試験 

（１）30 日間亜急性毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤としてエピ

クロロヒドリン含有）：0、5、10、50 及び 100 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油］

投与による 30 日間亜急性毒性試験が実施された。 

本試験において、100 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で ALT 増加、雄で肝及び脾

絶対及び比重量4増加が認められたので、無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日

であると考えられた。（参照 18） 

 

（２）90 日間亜急性毒性試験（ラット）① 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口［原体（Z-体/E-体＝

57.8%/39.3%、安定化剤としてエピクロロヒドリン含有）：0、1、2、4、8 及び

30 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油］投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施

された。 

各投与群で認められた毒性所見は表 19 に示されている。 

本試験において、8 mg/kg 体重/日投与群の雄で T.Chol 及び TP 減尐、雌で腎

絶対及び比重量増加等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 4 mg/kg 体重/日

であると考えられた。（参照 18） 

 

表 19 90 日間亜急性毒性試験（ラット）①で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

30 mg/kg 体重/日 ・Ht、Hb、PLT、WBC、MCV

及び MCH 減尐 

・腎絶対及び比重量増加 

・肺絶対及び比重量減尐 

 

8 mg/kg 体重/日以上 ・T.Chol 及び TP 減尐 ・腎絶対及び比重量増加 

・胃絶対及び比重量増加 

4 mg/kg 体重/日以下 毒性所見なし 毒性所見なし 

 

（３）90 日間亜急性毒性試験（ラット）② 

SD ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤としてエポ

                                            
4 体重比重量を比重量という（以下同じ）。 
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キシ化大豆油含有）：0、5、25、50 及び 100 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油］

投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

100 mg/kg 体重/日投与群の雄で、腎絶対及び比重量の有意な増加が認められ

たが、血液生化学的検査、剖検及び病理組織学的検査において、関連する異常は

認められなかった。 

本試験において、25 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で前胃粘膜の扁平上皮過

形成及び角化亢進が認められたので、無毒性量は雌雄とも 5 mg/kg 体重/日であ

ると考えられた。（参照 18） 

 

（４）90 日間亜急性毒性試験（ラット）③ 

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤として

エピクロロヒドリン含有）：0、1、3、10 及び 30 mg/kg 体重/日、溶媒：プロピ

レングリコール］投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

本試験において、30 mg/kg 体重/日投与群の雄で腎比重量増加が、雌で腎及び

肝比重量増加が認められたので、無毒性量は雌雄で 10 mg/kg 体重/日であると考

えられた。（参照 18） 

 

（５）90 日間亜急性毒性試験（ラット）④ 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いたマイクロカプセル混餌［原体（安

定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、5、15、50 及び 100 mg/kg 体重/日］

投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

本試験において、15 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で前胃粘膜の角化亢進及

び基底細胞過形成、雌で体重増加抑制が、5 mg/kg 体重/日以上投与群の雄で体重

増加抑制が認められたので、無毒性量は雄で 5 mg/kg 体重/日未満、雌で 5 mg/kg

体重/日であると考えられた。（参照 18） 

 

（６）5 週間亜急性吸入毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 16 匹）を用いた吸入［原体（Z-体/E-体＝49.0%/48.9%、

安定化剤としてエピクロロヒドリン含有）：0、5、20、80 及び 320 ppm、6 時

間/日、5 日/週、5 週間の全身暴露：平均検体摂取量は表 20 参照］暴露による 5

週間亜急性吸入毒性試験が実施された。暴露終了後一部の動物について、さらに

5 週間の回復期間が設けられた。 
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表 20 5 週間亜急性吸入毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 5 ppm 20 ppm 80 ppm 320 ppm 

経口投与量換算値 5（mg/kg 体重/日） 3.1 12.3 49.3 197 

 

各投与群で認められた毒性所見は表 21 に示されている。 

320 ppm 投与群において、暴露期間中に雄 4 例、雌 6 例の死亡が認められた。

また、一次刺激と考えられる副鼻腔における上皮細胞の線毛消失が全暴露群で認

められた。 

回復群では、回復傾向は顕著に認められたが、320 ppm 投与群の雄で認められ

た体重増加抑制は、対照群と同等までには回復せず、同群雄の脳、肝、腎及び脾

の臓器重量にも完全な回復はみられなかった。血液生化学的検査においては雄の

T. Chol を除いて全て回復した。 

本試験において、80 ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたの

で、無毒性量は雌雄とも 20 ppm（経口投与量換算値：12.3 mg/kg 体重/日）であ

ると考えられた。（参照 18） 

 

表 21 5 週間亜急性吸入毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

320 ppm ・Ht 及び Hb 減尐 

・Glu 及び T. Chol 減尐 

・A/G 比及びナトリウム量増加 

・Bil、ウロビリノーゲン及び 

ブドウ糖増加 

・下垂体、胸腺、心、肝、腎、脾絶 

 対重量及び対脳重量比減尐 

・肺及び副腎比重量及び対脳重量比 

 増加 

・精嚢萎縮 

・副鼻腔における膿痬及び粘膜上皮

の増殖 

・RBC 増加、WBC 減尐 

・Glu 及び T. Chol 減尐 

・A/G 比及びナトリウム量増加 

・TP、Alb 及びカルシウム量減尐 

・Bil、ウロビリノーゲン及びタンパ

ク増加 

・下垂体、胸腺、脾絶対重量及び対 

 脳重量比減尐 

・肺、腎及び副腎比重量及び対脳重 

 量比増加 

・副鼻腔における膿痬及び粘膜上皮

の増殖 

80 ppm 以上 ・体重増加抑制及び摂餌量減尐 ・体重増加抑制及び摂餌量減尐 

20 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 

 

（７）90 日間亜急性吸入毒性試験（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた吸入［原体（安定化剤としてエ

ピクロロヒドリン含有）：0、10、30 及び 90 ppm、6 時間/日、5 日/週、13 週

                                            
5下記の式より算出された経口投与量換算値。 

濃度(ppm)×［4.54 mg/m3］a  ×［平均呼吸量 b/平均体重(kg) c］×［暴露時間(6 時間)/24 時間］× 

［暴露日数(5 日)/7 日間］ 
a：1 m3当たりの検体 mg［分子量(111)/気体定数(8.20574×10-2)×温度(絶対温度+25℃)］、b：0.245  

m3/24 時間(EPA allometric scaling)、c：0.35 kg(EPA allometric scaling)（ラットについて以下同

じ）。 
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間の全身暴露：平均検体摂取量は表 22 参照］暴露による 90 日間亜急性吸入毒

性試験が実施された。 

 

表 22 90 日間亜急性吸入毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群 10 ppm 30 ppm 90 ppm 

経口投与量換算値（mg/kg 体重/日） 7.38 19.8 57.3 

 

一次刺激と考えられる鼻腔上皮細胞の変化（細胞質の萎縮等）が 90 ppm 投与

群の雄及び 30 ppm 以上投与群の雌で認められた。 

本試験において、90 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制が認められたので、無

毒性量は雌雄とも 30 ppm（経口投与量換算値：19.8 mg/kg 体重/日）であると考

えられた。（参照 18） 

 

（８）90 日間亜急性毒性試験（マウス）① 

ICR マウス（一群雌雄各 15 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤としてエ

ポキシ化大豆油含有）：0、10、50、100 及び 200 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン

油］投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

各投与群で認められた毒性所見は表 23 に示されている。 

本試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で前胃の角化亢進及び扁

平上皮過形成等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 10 mg/kg 体重/日である

と考えられた。（参照 18） 

 

表 23 90 日間亜急性毒性試験（マウス）①で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

200 mg/kg 体重/日 ・結腸の亜急性炎症を伴う粘膜

過形成 

・腎絶対重量及び対脳重量比 

増加 

・肝絶対重量、比重量及び対脳

重量比増加 

・結腸の亜急性炎症を伴う粘膜

過形成 

・好中球の浸潤及び出血を伴う

肝細胞壊死 

100 mg/kg 体重/日 

以上 

・肝絶対重量、比重量§及び対脳 

 重量比増加 

・肝細胞腫大 

・好中球の浸潤及び出血を伴う

肝細胞壊死 

・肝の卵円形細胞過形成 

・肝の組織球内褐色色素 

・肝細胞腫大 

・肝の卵円形細胞過形成 

・肝の組織球内褐色色素 

・両側腎盂拡張 

50 mg/kg 体重/日 

以上 

・前胃の角化亢進及び扁平上皮

過形成 

・前胃の角化亢進及び扁平上皮

過形成 

・膀胱の移行上皮過形成 
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10 mg/kg 体重/日 毒性所見なし 毒性所見なし 
§：100 mg/kg 体重/日投与群では統計学的有意差はないが、毒性影響と判断した。 

 

（９）90 日間亜急性毒性試験（マウス）② 

B6C3F1マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いたマイクロカプセル混餌［原体（安

定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、15、50、100 及び 175 mg/kg 体重/

日］投与による 90 日間亜急性毒性試験が実施された。 

本試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で体重増加抑制が認めら

れたので、無毒性量は雌雄とも 15 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照

18） 

 

（１０）90 日間亜急性吸入毒性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた吸入［原体（安定化剤としてエピク

ロロヒドリン含有）：0、10、30 及び 90 ppm、6 時間/日、5 日/週、13 週間の全

身暴露：平均検体摂取量は表 24 参照］暴露による 90 日間亜急性吸入毒性試験が

実施された。 

 

表 24 90 日間亜急性吸入毒性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群 10 ppm 30 ppm 90 ppm 

経口投与量換算値 6（mg/kg 体重/日） 13.4 36.0 104 

 

一次刺激と考えられる鼻腔上皮細胞の変化（細胞質の萎縮等）が 90 ppm 投与

群の雌で認められた。 

本試験において、90 ppm 投与群雌雄で体重増加抑制が認められたので、無毒

性量は雌雄とも 30 ppm（経口投与量換算値：36.0 mg/kg 体重/日）であると考え

られた。（参照 18） 

 

１１．慢性毒性試験及び発がん性試験 

（１）1 年間慢性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いたマイクロカプセル混餌［原体（安定化

剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、0.5、2.5 及び 15 mg/kg 体重/日］投与に

よる 1 年間慢性毒性試験が実施された。 

本試験において、15 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で体重増加抑制、RBC 増加、

                                            
6下記の式より算出された経口投与量換算値。 

濃度(ppm)×［4.54 mg/m3］a  ×［平均呼吸量 b/平均体重(kg) c］×［暴露時間(6 時間)/24 時間］× 

［暴露日数(5 日)/7 日間］ 
a：1 m3当たりの検体 mg［分子量(111)/気体定数(8.20574×10-2)×温度(絶対温度+25℃)］、b：0.0446  

m3/24 時間(EPA allometric scaling)、c：0.035 kg(EPA allometric scaling)（マウスについて以下同

じ。） 
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Hb 及び Ht 減尐、PLT 増加、骨髄造血亢進並びに脾髄外造血亢進が認められた

ので、無毒性量は雌雄とも 2.5 mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 18） 

 

（２）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）① 

SD ラット（主群：一群雄 38 匹及び雌 39 匹、中間と殺群：一群雄 37 匹及び

雌 36 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、

2、10 及び 25 mg/kg 体重/日］投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実

施された。 

各投与群で認められた毒性所見は表 25 に示されている。 

投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 

本試験において、10 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で前胃の扁平上皮過形成

及び角化亢進等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 2 mg/kg 体重/日である

と考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 18） 

 

表 25 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）①で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

25 mg/kg 体重/日 ・体重増加抑制  

10 mg/kg 体重/日以上 ・食餌効率低下 

・前胃の扁平上皮過形成及び 

角化亢進 

・前胃の扁平上皮過形成及び 

角化亢進 

2 mg/kg 体重/日 毒性所見なし 毒性所見なし 

 

（３）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）② 

Fischer ラット（主群：一群雌雄各 50 匹、中間と殺群：一群雌雄各 10 匹）を

用いたマイクロカプセル混餌［原体（安定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：

0、2.5、12.5 及び 25 mg/kg 体重/日］投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合

試験が実施された。 

肝腫瘍の発生頻度は表 26 に示されている。 

検体投与に関連した腫瘍性病変として、肝細胞腺腫が 25 mg/kg 体重/日投与群

の雄で有意に増加した。同群の雌でも増加傾向がみられた。 

本試験において、12.5 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で体重増加抑制、TG 減

尐及び前胃基底細胞過形成が認められたので、無毒性量は雌雄とも 2.5 mg/kg 体

重/日であると考えられた。（参照 18） 

（肝細胞腺腫の発生機序に関しては、［14.(3)、(4)］を参照。） 
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表 26 肝腫瘍の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与群（mg/kg 体重/日） 0 2.5 12.5 25 0 2.5 12.5 25 

肝細胞腺腫 2/50 1/50 6/50 9/50* 0/50 0/50 0/50 4/50 

肝細胞癌 0/50 0/50 0/50 1/50 0/50 0/50 0/50 0/50 

*：p <0.05（カイ二乗検定） 

 

（４）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）③ 

Fischer ラット（主群：一群雌雄各 52 匹、中間と殺群：一群雌雄各 5 匹、衛

星群：一群雌雄各 20 匹）を用いた強制経口［原体（エピクロロヒドリン 1.0%及

び 1,2-ジクロロプロパン 2.5%含有）：0、25 及び 50 mg/kg 体重/日、3 回/週］

投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。 

中間と殺群における前胃の基底細胞過形成の発生頻度は表 27 に、主群におけ

る前胃の基底細胞過形成及び上皮過形成並びに前胃及び肝腫瘍の発生頻度は表

28 に示されている。 

50 mg/kg 体重/日投与群では、雄の平均体重が投与 28 週以降対照群と比較し

て 5%低下し、雌の血漿 ChE 活性が投与 13 週以降 69 週まで一貫して阻害（20%

以上）された。病理学的検査では、全投与群の雌雄で前胃の基底細胞過形成又は

上皮過形成を有する動物数が経時的に増加し、その合計数に用量相関性がみられ

た。腫瘍性病変として、50 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で前胃腫瘍（雄で扁平上

皮乳頭腫及び扁平上皮癌、雌で扁平上皮乳頭腫）の発生頻度が有意に増加し、さ

らに雄では肝腫瘍性結節（neoplastic nodule）の発生頻度も有意に増加した。 

本試験において、25mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で前胃の基底膜細胞過形

成等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 25 mg/kg 体重/日未満であると考え

られた。 

なお、本試験では安定化剤としてエピクロロヒドリンを含む原体が使用されて

おり、エピクロロヒドリンは雌雄のラットで前胃の過形成及び腫瘍を誘発するこ

とが知られている（参照 8）ことから、本試験で認められた前胃の病変の発現に

はエピクロロヒドリンの影響も除外できないと考えられた。（参照 18） 

 

表 27 中間と殺群における前胃の基底細胞過形成の発生頻度 

投与群 

(mg/kg体重/日) 

雄 雌 

9 か月 16か月 21か月 24か月 27か月 9 か月 16か月 21か月 24か月 27か月 

0 0/5 0/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/3 

25 0/5 1/5 3/5 3/5 1/5 0/5 2/5 2/5 1/5 0/5 

50 1/5 5/5 4/5 4/5 4/5 0/5 5/5 5/5 4/5 5/5 

注）統計解析は実施されず 
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表 28 主群における前胃の基底細胞過形成及び上皮過形成、 

並びに前胃及び肝腫瘍の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与群 (mg/kg 体重/日) 0 25 50 0 25 50 

前胃の基底細胞過形成 

及び上皮過形成 a 
2/52 5/52 13/52 1/52 0/52 16/52 

前 

胃 

腫 

瘍 

扁平上皮乳頭腫 1/52 1/52 9/52* 0/52 2/52 3/52 

扁平上皮癌 0/52 0/52 4/52 0/52 0/52 0/52 

乳頭腫 + 癌 1/52 1/52 13/52** 0/52 2/52 3/52 

肝 

腫 

瘍 

腫瘍性結節 1/52 6/52 7/52* 6/52 6/52 10/52 

肝細胞癌 0/52 0/52 1/52 0/52 0/52 0/52 

腫瘍性結節 + 癌 1/52 6/52 8/52* 6/52 6/52 10/52 

*：p <0.05、**：p<0.001（Fisher 検定）、a：統計解析は実施されず 

 

（５）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、吸入暴露） 

Fischer ラット（主群：一群雌雄各 50 匹、中間と殺群：一群雌雄各 20 匹）を

用いた吸入［原体（安定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、5、20 及び 60 

ppm、6 時間/日、5 日/週、24 か月間の全身暴露：平均検体摂取量は表 29 参照］

暴露による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。 

 

表 29 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット、吸入暴露）の平均検体摂取量 

投与群 5 ppm 20 ppm 60 ppm 

経口投与量換算値（mg/kg 体重/日） 2.8 11.3 34.0 

 

投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。なお、一

次刺激と考えられる鼻腔の嗅覚上皮菲薄化、嗅覚上皮びらん及び粘膜下線維化が

60 ppm 投与群の雌雄で認められた。 

本試験において、60 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制が認められたので、無

毒性量は雌雄とも 20 ppm（経口投与量換算値：11.3 mg/kg 体重/日）であると考

えられた。発がん性は認められなかった。（参照 18） 

 

（６）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス） 

B6C3F1マウス（主群：一群雌雄各 60 匹、中間と殺群：一群雌雄各 10 匹）を

用いたマイクロカプセル混餌［原体（安定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：

0、2.5、25 及び 50 mg/kg 体重/日］投与による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試

験が実施された。 

投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 
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本試験において、25 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で体重増加抑制及び摂餌

量減尐が認められたので、無毒性量は雌雄とも 2.5 mg/kg 体重/日であると考えら

れた。発がん性は認められなかった。（参照 18） 

 

（７）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス、吸入暴露） 

B6C3F1マウス（主群：一群雌雄各 50 匹、中間と殺群：一群雌雄各 10 匹）を

用いた吸入［原体（安定化剤としてエポキシ化大豆油含有）：0、5、20 及び 60 

ppm、6 時間/日、5 日/週、24 か月間の全身暴露：平均検体摂取量は表 30 参照］

暴露による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験が実施された。 

 

表 30 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス、吸入暴露）の平均検体摂取量 

投与群 5 ppm 20 ppm 60 ppm 

経口投与量換算値（mg/kg 体重/日） 5.2 20.7 62.0 

 

各投与群で認められた毒性所見（非腫瘍性病変）は表 31 に、肺腫瘍の発生頻

度は表 32 に示されている。 

20 ppm 投与群の雄において、膀胱上皮過形成の発生頻度及び一次刺激と考え

られる鼻腔の呼吸上皮過形成に増加傾向がみられた。統計学的有意差はないもの

の、発生頻度に用量相関性が認められたことから毒性影響と判断された。 

検体投与に関連した腫瘍性病変として、肺気管支腺腫が 60 ppm 投与群の雄で

有意に増加した。雌では投与に関連した腫瘍性病変の増加は認められなかった。

本試験において、20 ppm 以上投与群の雌雄で膀胱上皮過形成が認められたので、

無毒性量は雌雄とも 5 ppm（経口投与量換算値：5.2 mg/kg 体重/日）であると考

えられた。（参照 18） 

（肺気管支腺腫及び膀胱上皮過形成の発生機序に関しては、［14.(3)及び(5)］

を参照。） 

 

表 31 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（マウス、吸入暴露）で認められた 

毒性所見（非腫瘍性病変） 

投与群 雄 雌 

60 ppm ・体重増加抑制 

・鼻腔の嗅覚上皮変性 

・前胃上皮過形成 

・体重増加抑制 

・鼻腔の嗅覚上皮変性 

20 ppm 以上 ・鼻腔の呼吸上皮過形成§ 

・膀胱上皮過形成§ 

・鼻腔の呼吸上皮過形成 

・膀胱上皮過形成 

5 ppm 毒性所見なし 毒性所見なし 
§：統計学的有意差はないが、毒性影響と判断した。 
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表 32 肺腫瘍の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与群（ppm） 0 5 20 60 0 5 20 60 

肺気管支腺腫 9/50 6/50 13/50 22/50* 4/50 3/50 5/50 3/50 

肺気管支腺癌 0/50 0/50 1/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 

*：p <0.05（Yates のカイ二乗検定） 

 

（８）18 か月間発がん性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 65 匹）を用いた強制経口［原体（安定化剤としてエ

ポキシ化大豆油含有）：0、2、10 及び 25 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油］投

与による 18 か月間発がん性試験が実施された。 

投与に関連して発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 

本試験において、25 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で膀胱の硝子化（hyaline 

change）が、雌で膀胱の移行上皮過形成、慢性活動性炎症、リンパ球浸潤/集簇

及び間質過形成が認められたので、無毒性量は雌雄とも 10 mg/kg 体重/日である

と考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 18） 

 

（９）2 年間発がん性試験（マウス） 

B6C3F1 マウス（一群雌雄各 50 匹）を用いた強制経口［原体（エピクロロヒ

ドリン 1.0%及び 1,2-ジクロロプロパン 2.5%含有）：0、50 及び 100 mg/kg 体重

/日、3 回/週］投与による 2 年間発がん性試験が実施された。 

前胃及び膀胱の上皮過形成の発生頻度は表 33 に、膀胱、肺及び前胃腫瘍の発

生頻度は表 34 に示されている。 

50 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で膀胱上皮過形成の用量依存的な増加傾向

がみられ、さらに 100 mg/kg 体重/日投与群の雌雄では前胃上皮過形成の増加傾

向も認められた。腫瘍性病変として、雄では 50 mg/kg 体重/日以上投与群で肺の

肺胞/細気管支腺腫及び癌並びに前胃の扁平上皮乳頭腫の発生頻度の増加傾向、

100 mg/kg 体重/日投与群で膀胱移行上皮癌の増加傾向が、雌では、50 mg/kg 体

重/日以上投与群で膀胱移行上皮癌の有意な増加が、100 mg/kg 体重/日投与群で

肺の肺胞/細気管支腺腫の有意な増加及び前胃の扁平上皮乳頭腫及び扁平上皮癌

の増加傾向が認められた。 

なお、本試験では試験終了時までに対照群の雄 42 例が死亡（39 例が心筋炎で

死亡、細菌感染が推測されたが原因は不明）したため、雄の試験については不適

切と判断されたが、ピアレビューにより、膀胱移行上皮癌、前胃の扁平上皮乳頭

腫及び肺の肺胞/細気管支腺腫及び癌の発生頻度の増加は検体投与に関連した徴

候であると結論されている。 

本試験において、50 mg/kg 体重/日以上投与群の雌雄で膀胱上皮過形成等が認

められたので、無毒性量は雌雄とも 50 mg/kg 体重/日未満であると考えられた。
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（参照 18） 

 

表 33 前胃及び膀胱の上皮過形成の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与群 (mg/kg 体重/日) 0 50 100 0 50 100 

前胃上皮過形成 0/50 0/50 4/50 1/50 1/50 21/50 

膀胱上皮過形成 0/50 9/50 18/50 2/50 15/50 19/48 

注）統計解析は実施されず 

 

表 34 膀胱、肺及び前胃腫瘍の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与群 (mg/kg 体重/日) 0 50 100 0 50 100 

膀胱 移行上皮癌 0/50 0/50 2/50 0/50  8/50*  21/48** 

肺 

肺胞/細気管支腺腫 1/50 11/50 9/50 0/50 3/50  8/50* 

肺胞/細気管支癌 0/50 2/50 3/50 2/50 1/50 0/50 

腺腫 + 癌 1/50 13/50 12/50 2/50 4/50  8/50* 

前胃 

扁平上皮乳頭腫 0/50 2/50 3/50 0/50 1/50 2/50 

扁平上皮癌 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 2/50 

乳頭腫 + 癌 0/50 2/50 3/50 0/50 1/50 4/50 

*：p <0.05、**：p<0.001（Fisher 検定、雌のみ） 

 

１２．生殖発生毒性試験 

（１）1 世代繁殖試験（ラット）＜参考資料7＞ 

SD ラット（一群雌雄各 6 匹）を用いた強制経口（原体（安定化剤としてエピ

クロロヒドリン含有）：0､10､30、60 及び 100 mg/kg 体重/日、溶媒：コーン油）

投与による 1 世代繁殖試験が実施された。 

親動物では、100 mg/kg 体重/日投与群の雌雄で体重増加抑制が認められた。

児動物では、100 mg/kg 体重/日投与群で新生児（生後 24 時間）生存率及び哺育

期間中の生存率低下が認められ、哺育 21 日には同群の児動物はほとんど生存し

なかった。 

親動物及び児動物の剖検では検体投与に起因すると思われる肉眼的異常はみ

られなかった。同腹児が全て死亡した母動物の乳腺組織は非機能的又は未発達で

あった。死亡した児動物の大部分では、胃に乳汁がほとんど又は全くみられなか

った。（参照 18） 

 

（２）2 世代繁殖試験（ラット、吸入暴露） 

Fischer ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた吸入（原体（安定化剤としてエ

ポキシ化大豆油含有）：0､5､20 及び 60 ppm（投与開始 7 日間）；0、10、30

                                            
7 本試験は一群の動物数が尐なく、1 世代試験でガイドラインを満たしていないため参考資料とした。 
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及び 90 ppm（投与 8 日以降）：平均検体摂取量は表 35 参照）暴露による 2 世

代繁殖試験が実施された。暴露方法は全身暴露で、暴露期間は、亣配前投与期間

は 1 日 6 時間、週 5 日で 10 週間、亣配、妊娠及び哺育期間は 1 日 6 時間、週 7

日で 6 週間、その後はと殺時まで週 5 日とされた。 

 

表 35 2 世代繁殖試験（ラット、吸入暴露）の平均検体摂取量 

投与群 10 ppm 30 ppm 90 ppm 

投与 8 日以降の経口投与量換算値 

（mg/kg 体重/日） 
6.2 18.5 55.5 

 

本試験において、親動物では 90 ppm 投与群の P 及び F1雄で体重増加抑制が、

鼻上皮増生・変性、雌で胃潰瘍が認められ、児動物ではいずれの投与群でも検体

投与に関連した毒性所見は認められなかったので、無毒性量は親動物の雌雄で

30 ppm（経口投与量換算値：18.5 mg/kg 体重/日）、児動物で本試験の最高用量

90 ppm（経口投与量換算値：55.5 mg/kg 体重/日）であると考えられた。繁殖能

に対する影響は認められなかった。（参照 18） 

 

（３）発生毒性試験（ラット、吸入暴露）① 

SD ラット（一群雌 27 匹）の妊娠 6～15 日に吸入（原体（Z-体/E-体＝

49.0%/49.1%、安定化剤としてエピクロロヒドリン含有）：0、10、30 及び 90 ppm、

6 時間/日、全身暴露：平均検体摂取量は表 36 参照）暴露して、発生毒性試験が

実施された。 

 

表 36 発生毒性試験（ラット、吸入暴露）①の平均検体摂取量 

投与群 10 ppm 30 ppm 90 ppm 

経口投与量換算値（mg/kg 体重/日） 8.6 25.9 77.7 

 

本試験において、90 ppm 投与群の母動物で体重増加抑制、摂餌量及び飲水量

減尐が認められたが、胎児にはいずれの投与群でも検体投与に関連した毒性所見

は認められなかったので、無毒性量は母動物で 30 ppm（経口投与量換算値：25.9 

mg/kg 体重/日）、胎児で本試験の最高用量 90 ppm（経口投与量換算値：77.7 

mg/kg 体重/日）であると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 18） 

 

（４）発生毒性試験（ラット、吸入暴露）② 

Fischer ラット（一群雌 30 匹）の妊娠 6～15 日に吸入（原体（安定化剤とし

てエピクロロヒドリン含有）：0､20､60 及び 120 ppm、6 時間/日、全身暴露：

平均検体摂取量は表 37 参照）暴露して、発生毒性試験が実施された。 
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表 37 発生毒性試験（ラット、吸入暴露）②の平均検体摂取量 

投与群 20 ppm 60 ppm 120 ppm 

経口投与量換算値（mg/kg 体重/日） 17.3 51.8 104 

 

本試験において、母動物では全投与群で体重増加抑制及び肝絶対重量減尐が認

められ、胎児では120 ppm投与群で椎骨中心の骨化遅延増加が認められたので、

無毒性量は母動物で 20 ppm未満（経口投与量換算値：17.3 mg/kg体重/日未満）、

胎児で 60 ppm（経口投与量換算値：51.8 mg/kg 体重/日）であると考えられた。

催奇形性は認められなかった。（参照 18） 

 

（５）発生毒性試験（ウサギ、吸入暴露） 

NZW ウサギ（一群雌 25～31 匹）の妊娠 6～18 日に吸入（原体（安定化剤と

してエピクロロヒドリン含有）：0、20、60 及び 120 ppm、6 時間/日、全身暴

露：平均検体摂取量は表 38 参照）暴露して、発生毒性試験が実施された。 

 

表 38 発生毒性試験（ウサギ、吸入暴露）の平均検体摂取量 

投与群 20 ppm 60 ppm 120 ppm 

経口投与量換算値 8（mg/kg 体重/日） 12.3 36.8 73.5 

 

本試験において、60 ppm 以上投与群の母動物で体重増加抑制が認められたが、

胎児にはいずれの投与群でも検体投与に関連した毒性所見は認められなかった

ので、無毒性量は母動物で 20 ppm（経口投与量換算値：12.3 mg/kg 体重/日）、

胎児で本試験の最高用量 120 ppm（経口投与量換算値：73.5 mg/kg 体重/日）で

あると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 18） 

 

１３．遺伝毒性試験 

1,3-ジクロロプロペン（原体）の DNA 結合試験、細菌を用いた DNA 修復試験、

復帰突然変異試験、ラット肝細胞を用いた UDS 試験、チャイニーズハムスター肺

由来細胞（CHL）を用いた染色体異常試験、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞

（CHO）を用いた遺伝子突然変異試験、マウスを用いた宿主経由試験、小核試験、

ラット及びマウスを用いた DNA 付加体形成試験、トランスジェニックマウスを用

いた突然変異試験が実施された。 

結果は表 39 に示されている。DNA 損傷性に関しては、細菌を用いた DNA 修復

                                            
8下記の式より算出された経口投与量換算値。 

濃度(ppm)×［4.54 mg/m3］a  ×［0.54 m3］b×［暴露時間(6 時間)/24 時間］ 
a：1 m3当たりの検体 mg［分子量(111)/気体定数(8.20574×10-2)×温度(絶対温度+25℃)］、b：24

時間呼吸量/kg 体重(JMPR、Zielhuis and van der Kreek, 1979) 

 



39 

試験では 1 試験で陽性であったが、他の 2 試験では陰性であり再現性がみられなか

った。In vitro DNA 結合試験及び肝初代培養細胞を用いた UDS 試験では陰性であ

った。遺伝子突然変異に関しては、細菌を用いた復帰突然変異試験で陽性を示した

3 試験はいずれも、安定化剤として変異原性を有するエピクロロヒドリン添加の原

体が使用されており、エピクロロヒドリンを含まないことが確認された原体を用い

た試験では陰性であった。培養細胞及びトランスジェニックマウスを用いた遺伝子

突然変異試験では陰性であった。一方、染色体異常に関しては、CHL 細胞を用い

た in vitro 染色体異常試験において、エピクロロヒドリンを含まない原体で陽性反

応が認められたが、マウス骨髄細胞を用いた in vivo 小核試験では経口投与、吸入

暴露ともに陰性であった。なお、マウス骨髄細胞を用いた小核試験（経口投与、187、

234 mg/kg 体重）で陽性の報告がある（参照 15）が、対照群が 1 匹であること、

用量反応関係がない、極端な性差（雌では対照の 5 倍の高値であるが、雄では全く

反応が見られず陰性）などデータの信頼性に疑問があることから、テストガイドラ

インに沿って最高用量 380 mg/kg 体重で実施された小核試験のデータを評価対象

とした。ラット及びマウスを用いた DNA 付加体形成試験ではいずれも陰性であっ

たことから、総合的に判断すると、1,3-ジクロロプロペンに生体において問題とな

る遺伝毒性はないものと考えられた。（参照 18） 

（遺伝毒性に関する検討試験は［14.(1)～(3)］を参照。） 

 

表 39 遺伝毒性試験概要 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in 

vitro 

DNA 

修復試験 a 

Bacillus subtilis 

(H-17、M-45 株) 

5~100% (v/v) 
陰性 

DNA 

修復試験 a 

B. subtilis 

(H-17、M-45 株) 

500~10,000 g/ﾃﾞｨｽｸ 
陰性 

DNA 

修復試験 a 

B. subtilis 

(H-17、M-45 株) 

50~1,250 g/ﾃﾞｨｽｸ 
陽性 

復帰突然 

変異試験 a 

Salmonella typhimurium 

(TA98､TA100､TA1535 、 

 TA1537、TA1538 株) 

Escherichia coli 

(WP2hcr 株) 

10~5,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+/-S9) 

陽性 

復帰突然 

変異試験 a 

S. typhimurium 

(TA98､TA100､TA1535、 

 TA1537、TA1538 株) 

E. coli 

(WP2hcr 株) 

5~5,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+/-S9) 

陽性 

復帰突然 

変異試験 a 

S. typhimurium 

(G46､TA100､TA1535、 

 TA1537、TA1538 株) 

10~1,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (-S9) 

250~10,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+S9) 

 

陽性 
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試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

E. coli 

(B/r WP2 Try 株) 

25~5,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+/-S9) 
陰性 

復帰突然 

変異試験 b 

S. typhimurium 

(TA100､TA1535 株) 

6.67~2,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+/-S9) 
陰性 

3.33~2,000 g/ﾌﾟﾚｰﾄ (+/-S9) 

(エピクロロヒドリン 1.5%添加) 陽性 

UDS 試験 b 
ラット肝初代培養細胞 1×10-7~3×10-3 g/mL 

陰性 

染色体異常 

試験 b 

チャイニーズハムスター 

肺由来細胞 (CHL) 

34.7~278 g/mL (+/-S9) 
陽性 

DNA 結合 

試験 

子牛胸腺 DNA 0.22 mCi/mmol (+/-S9) 

陰性 

遺伝子突然 

変異試験 b 

チャイニーズハムスター 

卵巣由来細胞（CHO-K1-BH4） 

50~200 M (+/-S9) 

陰性 

宿主 

経由 

復帰突然 

変異試験 a 

ICR マウス 

S. typhimurium 

(G46 株) 

30、60 mg/kg 体重 

(強制経口投与×3) 陰性 

in 

vivo 

小核試験 a 
ICR マウス (骨髄細胞) 

(一群雄 6 匹) 

80、170、340、658 ppm 

(4 時間吸入暴露) 
陰性 

小核試験 b 
ICR マウス (骨髄細胞) 

(一群雌雄各 5 匹) 

38、115、380 mg/kg 体重 

(強制経口投与) 
陰性 

DNA 付加体 

形成試験 

(32P-ポスト 

ラベル法) 

Fischer ラット (肝) 

(一群雄 4 匹) 

12.5、25 mg/kg 体重 

(12 日間経口投与) 
陰性 

B6C3F1マウス（肺、膀胱） 

(一群雄 4 匹) 

30、60 ppm 

(12 日間吸入暴露) 
陰性 

遺伝子突然

変異試験 b 

トランスジェニック Big blue

マウス (肝、肺) 

(一群雄 5 匹) 

10、60、150 ppm 

［2 週間吸入暴露 (6 時間/日、 

5 日/週)］ 

陰性 

+/- S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 
a：安定化剤としてエピクロロヒドリン添加の原体使用 
b：安定化剤としてエポキシ化大豆油添加の原体使用 

 

１４．その他の試験 

（１）哺乳類細胞における GST 活性測定 

本剤について、多くの遺伝毒性試験が実施されているが、in vitro 試験では陰

性と陽性の結果が混在し、in vivo 試験では全て陰性であった。本剤及びその酸

化物は GSH 抱合によって解毒されることが知られており、本剤の遺伝毒性試験

の結果は、試験系における GSH 抱合に係わる因子の含有量に関連している可能

性が考えられた。本試験では、遺伝毒性試験で用いられた数種の哺乳類細胞
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（B6C3F1マウス及び Fischer ラットの肝細胞、ラット肝初代培養細胞、CHO 細

胞及び 2 種類の CHL 細胞）における GST 活性を測定し、GSH 抱合を触媒する

この酵素活性と試験系の関連について検討された。 

各細胞における GST 活性は表 40 に示されている。 

1,3-ジクロロプロペンを基質とした場合、各細胞における GST 活性には大き

な差が認められた。比較的高濃度の GSH 又は GST 活性をもつ動物及び細胞を

用いた試験では、1,3-ジクロロプロペン又はその酸化物は迅速に解毒され、GSH

濃度又は GST 活性の低い試験系と比べて、変異原性物質の濃度を低く保持でき

ると考えられた。（参照 18） 

 

表 40 各細胞における GST 活性（nM/分/mg 蛋白） 

GST の基質 
1,3-ジクロ

ロプロペン 
CDNB NPEB TPBO 

マウス肝サイトゾール 83.8 ND ND ND 

ラット肝サイトゾール 119 636 7.30 24.3 

ラット肝初代培養細胞 21.1 235 4.75 4.09 

CHO 細胞 3.22 208 5.91 0.36 

CHL 細胞（DENE） 13.4 639 2.27 0.61 

CHL 細胞（DON） 9.43 784 11.7 0.68 

S. typhimurium * <0.1 5 <0.5 ND 

CDNB：4-chloro-1,3-dinitrobenzen 

NPEB：para-nitrophenethylbromide 

TPBO：trans-4-phenyl-3-buten-2-one 

*：文献参照値（Creedy et al, 1984）、ND：測定せず 

 

（２）in vitro DNA 結合試験 

遺伝毒性試験における一部の陽性結果は、被験物質の不純物、添加物及び酸化

物に由来するとされ、適切に精製された被験物質には直接的な変異原性は認めら

れず、生体の解毒酵素及び補助因子の存在下では変異原性を示さないと考えられ

てきた。しかし、1,3-ジクロロプロペンが 

①in vivo で高分子に結合する（参照 10）、 

②高用量で DNA の 1 本鎖切断が生じる（参照 11、12） 

という報告により、1,3-ジクロロプロペンが DNA と結合する可能性が示唆さ

れた。本試験では、in vitro で本剤の DNA 結合の可能性について検討された。 

子牛胸腺 DNA 溶液に 1,3-ジクロロプロペンを添加した場合、代謝活性化系の

存在下及び非存在化のいずれにおいても、DNA 付加体の増加は観察されなかっ

た。（参照 18） 

 

（３）ラット及びマウスにおける腫瘍発生機序検討試験 

慢性毒性/発がん性併合試験において、ラットを用いた混餌投与試験［11.(3)］



42 

では肝細胞腺腫が、マウスを用いた吸入暴露試験［11.(7)］では肺気管支腺腫及

び膀胱上皮過形成が認められたため、腫瘍発生機序検討試験が実施された。 

Fischer ラットに 1,3-ジクロロプロペンを 0、2.5、12.5、25 及び 100 mg/kg

体重/日の用量で 3、12 又は 26 日間強制経口投与、並びに B6C3F1マウスに 0、

10、30、60 及び 150 ppm の濃度で 3、12 又は 26 日間吸入暴露して、標的組織

における GSH 濃度、DNA 合成（細胞増殖）及びアポトーシスへの影響を評価

した。さらに、12 日間強制経口投与したラット又は吸入暴露したマウスを用い

て、32P ポストラベル法による in vivo での DNA 付加体形成について検討された。 

標的組織における GSH 濃度は表 41、細胞増殖数（標識指数）は表 42、アポ

トーシス指数は表 43 に示されている。 

標的組織における GSH 濃度は処置後早い時期から減尐し、処置を中断した後

には有意に増加した。細胞増殖及びアポトーシスに対しては明らかな変化は認め

られなかった。また、本剤処置により DNA 付加体の増加は認められなかった。 

以上より、慢性毒性/発がん性併合試験において、腫瘍性病変の発生がみられた

用量で、本剤は遺伝子傷害性のメカニズムをもつものではないと考えられた。（参

照 18） 

 

表 41 標的組織における GSH 濃度（対照値に対する%） 

試料 投与量 
投与期間(日) 

3 12 26 11 (リバウンド） a 

ラット

肝 

2.5 mg/kg 体重/日 96.3 94.6 100 105 

12.5 mg/kg 体重/日 88.1 93.8 99.1 102 

25 mg/kg 体重/日  77.1* 93.6 90.4  112* 

100 mg/kg 体重/日  39.6* 91.0 107  138* 

マウス

肺 

10 ppm 91.6  83.9* 85.3 110 

30 ppm  67.5*  77.1*  79.9* 119 

60 ppm  72.3*  58.2*  58.3* 120 

150 ppm  50.3*  47.8*  43.1*  147* 

 a：11 日間投与（暴露）し、最終投与（暴露）24 時間後に試料採取 

*：p<0.05（Dunnett 検定） 

 

表 42 標的組織における細胞増殖数（平均標識指数）（%）b 

試料 投与量 
投与期間（日） 

3 12 26 

ラット肝 

小葉中心部 

0 mg/kg 体重/日 2.83 2.52 1.60 

100 mg/kg 体重/日 2.05 4.52 2.66 

ラット肝 

門脈周辺部 

0 mg/kg 体重/日 2.72 3.15 1.80 

100 mg/kg 体重/日 1.96  7.39* 3.10 

マウス膀胱 

移行上皮 

0 ppm 10.7 3.90 2.98 

60 ppm 4.28 2.78 3.28 
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150 ppm 1.87* 1.40  0.71* 

マウス肺 

細気管支上皮 

0 ppm 2.67 3.45 2.11 

60 ppm 2.96  5.13* 2.78 

150 ppm 2.84 3.15 1.33 
b：BrdU 標識細胞核の百分率 

*：p<0.05（Dunnett 検定） 

 

表 43 標的組織における平均アポトーシス指数（%）c 

試料 投与量 
投与期間（日） 

3 12 26 

ラット肝 
0 mg/kg 体重/日 105 124 118 

100 mg/kg 体重/日 110 124 121 

マウス膀胱 
0 ppm 1.09 0.31 0.76 

150 ppm 0.10 0.27 0.26 

マウス肺 
0 ppm 0.24 0.11 0.11 

150 ppm 0.25 0.11 0.17* 
c：組織標本当たりの染色細胞核の百分率 

*：p<0.05（Dunnett 検定） 

 

（４）ラットを用いた肝腫瘍発生機序検討試験 

Fischer ラットを用いた慢性毒性/発がん性併合試験［11.(3)］において、肝細

胞腺腫の増加が認められたため、本試験では、ラットの肝臓における前腫瘍性病

変の増殖に対する 1,3-ジクロロプロペンの影響について検討された。 

27～28 日齢の Fischer ラット（一群雄 11 匹）にイニシエータ－として DEN

（100 mg/kg 体重/日）を腹腔内投与し、7 日後に再度同用量を投与した。16 週

間の前腫瘍性病変発生期間を置いた後、コーン油（陰性対照）、1,3-ジクロロプ

ロペン（25 mg/kg 体重/日）又は陽性対照として既知のプロモーターである PB

（80 mg/kg 体重/日）を 4 週間又は 8 週間強制経口投与して、二段階発がん性試

験が実施された。本試験では、GST-P 抗体で免疫組織学的に検出される変異細

胞巣の数及び容積並びに BrdU で標識される DNA 合成能が評価の指標とされた。 

BrdU 標識指数は表 44 に示されている。 

陽性対照群では肝絶対及び比重量増加が認められたが、1,3-ジクロロプロペン

投与群では肝重量に有意な変化はみられなかった。投与期間 4 及び 8 週のいずれ

においても、各群のほぼ全動物（一群 9～10 例）で肝細胞腺腫がみられ、群間の

発生率に統計学的有意差は認められなかった。病理組織学的検査の結果、1,3-ジ

クロロプロペン投与群の4及び8週間投与、並びにPB投与群の8週間投与では、

GST-P 陰性細胞巣における BrdU 標識指数が有意に増加したが、非病変域では

いずれの投与群とも DNA 合成への影響は認められなかった。4 週間投与+4 週間

回復群の DNA 合成は陰性対照群と同等であったことから、これらの影響は可逆

的と考えられた。また、肝臓当たりの GST-P 陽性及び GST-P 陰性細胞巣の数及
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び容積が測定された結果、PB 投与群では GST-P 陽性細胞巣数及び容積が有意に

増加し、GST-P 陰性細胞巣数に影響はみられなかった。一方、1,3-ジクロロプロ

ペン投与群では GST-P 陽性細胞巣数及び容積に変化はみられず、GST-P 陰性細

胞巣数及び容積が有意に増加した。回復期間後は、いずれの投与群においても陰

性対照群と同等レベルまで減尐した。 

以上の結果から、1,3-ジクロロプロペンの投与によりラットの肝臓で GST-P

陰性細胞巣の増殖が促進されることが示された。（参照 18） 

 

表 44 BrdU 標識指標 

投与期間 投与群 
GST-P 陽性 

細胞巣 

GST-P 陰性 

細胞巣 
非病変域 

4 週間 

陰性対照 13.9 6.6 1.21 

1,3-ジクロロプロペン 15.6  14.5 * 1.50 

PB 14.6 5.0 1.66 

4 週間 

+ 

4 週間回復 

陰性対照 13.5 5.7 1.25 

1,3-ジクロロプロペン 13.9 4.3 1.33 

PB 15.3 2.7 1.60 

8 週間 

陰性対照 13.5 5.7 1.25 

1,3-ジクロロプロペン 12.8  12.9 * 1.27 

PB 13.0  10.3 * 1.44 

*：p<0.05（ANOVA 後 Turkey post hoc 検定） 

 

（５）マウスを用いた肺腫瘍発生機序検討試験 

B6C3F1 マウスを用いた吸入暴露による 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験

［11.(7)］において、肺気管支腺腫の発生頻度が増加したため、本試験では、肺

腫瘍好発系として知られる A/J 系マウス（一群雄 20 匹）に、既知の肺腫瘍誘発

物質である VC（16 mg/kg 体重）を腹腔内投与し、投与 7 日又は 14 日後に 1,3-

ジクロロプロペン（0 又は 60 ppm、6 時間/日、5 日/週、26 週間）を全身吸入暴

露して、肺腫瘍形成への影響について検討された。 

1,3-ジクロロプロペン投与群では、VC 前処理の有無にかかわらず投与期間を

通して体重増加抑制が認められた。肺絶対及び比重量には 1,3-ジクロロプロペン

投与の影響は認められなかった。病理組織学的検査において、VC 非処理群では

1,3-ジクロロプロペン投与群の肺腺腫発生頻度が対照群よりも高かったが、VC

前処理群では、対照群及び投与群の肺腺腫発生頻度はいずれも 100%であった。

VC 前処理群の相対肺腺腫容積も VC 非処理群と比較して有意に増加したが、1,3-

ジクロロプロペン投与の有無による差は認められなかった。BrdU 標識指数は、

非腺腫組織ではいずれの投与群においても影響は認められなかった。腺腫組織に

おいては、1,3-ジクロロプロペン投与の有無にかかわらず、VC 前処理群では VC

非処理群と比較して有意に低下したが、対照群と 1,3-ジクロロプロペン投与群と
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の間に有意差は認められなかった。 

以上の結果から、本試験では VC 投与によって生じた影響が大きかったため、

VC により誘発された病変の進行に対する 1,3-ジクロロプロペンの影響は明らか

にならなかった。しかし、VC 非処理群において、1,3-ジクロロプロペン投与群

の肺腺腫数、頻度、相対腺腫容積及び BrdU 標識指数が対照群と比較して僅かに

増加していることが示された。（参照 18） 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて農薬「1,3-ジクロロプロペン」の食品健康影響評価を

実施した。食品健康影響評価には、毒性試験については原則として経口投与試験の

結果のみを用いているが、本剤は揮発性の高い物質であることを考慮し、吸入投与

試験の結果についても評価の対象とした。なお、吸入投与試験における投与量につ

いては、経口投与量換算値を用いて経口投与試験の結果と比較した。 

14C で標識した 1,3-ジクロロプロペンのラットを用いた動物体内運命試験の結果、

経口投与された 1,3-ジクロロプロペンの体内吸収率は、約 80～96%と算出された。

投与 48 時間後における臓器及び組織中残留放射能濃度は低く、前胃及び膀胱で比

較的高かったが、いずれも 1.2 g/g 未満であった。排泄は速やかであり、投与後

48 時間でほぼ完全に尿、糞及び呼気中に排泄された。主要排泄経路は尿中であっ

た。尿中に 1,3-ジクロロプロペンは認められず、主要代謝物は D であった。 

14C で標識した 1,3-ジクロロプロペンの植物体内運命試験の結果、播種前に土壌

処理された 1,3-ジクロロプロペンは処理後速やかに減尐し、植物体における残留放

射能は微量であった。10%TRR を超える代謝物は認められなかった。 

1,3-ジクロロプロペンを分析対象化合物とした野菜、果実、茶等における作物残

留試験の結果、いずれの残留値も定量限界未満であった。 

各種毒性試験結果から、1,3-ジクロロプロペン投与による影響は主に胃（前胃扁

平上皮過形成、角化亢進）、膀胱（移行上皮過形成）及び血液（貧血）に認められ

た。 

繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められ

なかった。なお、生殖発生毒性試験については、経口投与による試験が実施されて

いないが、ラットを用いた吸入暴露による体内運命試験から導かれた肺からの吸収

率に基づいて推定した結果、吸入暴露で実施された生殖発生毒性試験の推定検体摂

取量は、長期毒性試験の検体摂取量を下回らないと判断された。 

発がん性試験において、雌雄のラットで肝細胞腺腫及び前胃の扁平上皮乳頭腫の

発生頻度増加が認められ、また、雌雄のマウスで肺気管支腺腫、前胃の扁平上皮乳

頭腫及び膀胱移行上皮癌の発生頻度増加が認められた。しかし、腫瘍の発生機序は

遺伝毒性によるものとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能である

と考えられた。 

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質を 1,3-ジクロロプロペン（親化

合物のみ）と設定した。 

各試験における無毒性量等は表 45 に示されている。 

ラットを用いた 90 日間亜急性毒性試験④、2 年間慢性毒性/発がん性併合試験③、

及び発生毒性試験②の母動物において、無毒性量が設定できなかったが、より長期

で、かつ、より低用量で実施された 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験において無

毒性量が得られていることから、ラットについての無毒性量は得られていると考え

られた。マウスにおいても、2 年間発がん性試験において無毒性量が設定できなか
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ったが、より低用量で実施された 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験において無毒

性量が得られていることから、マウスについての無毒性量は得られていると考えら

れた。 

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値が、ラットを用いた

2 年間慢性毒性/発がん性併合試験①の 2 mg/kg 体重/日であったことから、これを

根拠として、安全係数 100 で除した 0.02 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）

と設定した。 

 

ADI 0.02 mg/kg 体重/日 

（ADI 設定根拠資料） 慢性毒性/発がん性併合試験① 

（動物種） ラット 

（期間） 2 年間 

（投与方法） 強制経口投与 

（無毒性量） 2 mg/kg 体重/日 

（安全係数） 100 

 

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認す

ることとする。 
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表 45 各試験における無毒性量等 

動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重/日） 

無毒性量（mg/kg 体重/日）1) 

食品安全委員会 
参考 

（農薬抄録） 

ラット 

30 日間 

亜急性 

毒性試験 a 

0､5､10､50､100 

雌雄：50 

 

雌雄：ALT 増加等 

 

雌雄：50 

 

肝重量増加及び ALT 増

加 

 

90 日間 

亜急性 

毒性試験① a 

0､1､2､4､8､30 

雌雄：4 

 

雄：T. Chol 及び TP 減

尐 

雌：腎絶対及び比重量増

加等 

 

雌雄：4 

 

雄：T. Chol 及び TP 減

尐 

雌：腎絶対及び比重量増

加等 

 

90 日間 

亜急性 

毒性試験② b 

0､5､25､50､100 

雌雄：5 

 

雌雄：前胃粘膜の扁平上

皮過形成及び角化亢進 

 

雌雄：5 

 

雌雄：前胃粘膜の扁平上

皮過形成及び角化亢進 

 

90 日間 

亜急性 

毒性試験③ a 

0､1､3､10､30 

雌雄：10 

 

雄：腎比重量増加 

雌：腎及び肝比重量増加 

 

雌雄：10 

 

雄：腎比重量増加、食餌

効率低下 

雌：腎及び肝比重量増加 

 

 

90 日間 

亜急性 

毒性試験④ b 

0､5､15､50､100 

雄：－ 

雌：5 

 

雄：体重増加抑制 

雌：胃粘膜の角化亢進及

び基底細胞過形成、体重

増加抑制 

 

雄：－ 

雌：5 

 

雄：体重増加抑制 

雌：胃粘膜の角化亢進及

び基底細胞過形成、体重

増加抑制 

 

5 週間 

亜急性吸入 

毒性試験 a 

0､5､20､80､320  

ppm 

雌雄：12.3 

 

雌雄：体重増加抑制及び

摂餌量減尐等 

雌雄：12.3 

 

雌雄：体重増加抑制及び

摂餌量減尐等 

 

 

0､3.1､12.3､49.3､ 

197 

(経口投与量換算値) 

 

0、1.55、6.15、24.7、

98.5 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 
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動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重/日） 

無毒性量（mg/kg 体重/日）1) 

食品安全委員会 
参考 

（農薬抄録） 

 

90 日間 

亜急性吸入 

毒性試験 a 

0､10､30､90 ppm 

 

雌雄：19.8 

 

雌雄：体重増加抑制 

 

(一次刺激として、30 

 ppm で鼻腔の変化が雌 

に認められた) 

 

雄：19.8 

雌：7.38 

 

雄：体重増加抑制 

雌：鼻腔の細胞萎縮及び

核異常 

 

 

0､7.38､19.8､57.3 

(経口投与量換算値) 

 

0、3.69、9.9、28.7 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 

 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験① b 

0､2､10､25 

雌雄：2 

 

雌雄：前胃の扁平上皮過

形成及び角化亢進等 

 

(発がん性は認められな

い) 

雌雄：2 

 

雌雄：前胃の扁平上皮過

形成及び角化亢進等 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験② b 

0､2.5､12.5､25 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制、TG

減尐及び前胃基

底細胞過形成 

 

(肝細胞腺腫発生頻度増

加) 

 

 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制、TG

減尐及び前胃基

底細胞過形成 

 

(肝細胞腺腫発生頻度増

加) 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験③ a 

0､25､50 

雌雄：‐ 

 

雌雄：前胃基底細胞過形

成等 

 

(前胃腫瘍及び肝腫瘍性

結節発生頻度増加) 

 

雌雄：‐ 

 

雌雄：胃基底細胞過形成

等 

 

(胃及び肝腫瘍発生頻度

増加) 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験 

(吸入暴露) b 

0､5､20､60 ppm 

 

雌雄：11.3 

 

雌雄：体重増加抑制 

 

(一次刺激として、60 

 ppm で鼻腔の変化が雌 

雄に認められた) 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

雌雄：11.3 

 

雌雄：体重増加抑制、鼻

腔の嗅覚上皮菲薄化、嗅

覚上皮びらん及び粘膜

下線維化 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

 

0､2.8､11.3､34.0 

(経口投与量換算値) 

 

0、1.4、5.65、17.0 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 

 



50 

動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重/日） 

無毒性量（mg/kg 体重/日）1) 

食品安全委員会 
参考 

（農薬抄録） 

 

2 世代 

繁殖試験 

(吸入暴露) b 

0､5､20､60 ppm 

(投与開始後 7 日間) 

0､10､30､90 ppm 

(投与 8 日以降) 

親動物、雌雄：18.5 

児動物：55.5 

 

親動物 

雄：体重増加抑制、鼻上

皮増生・変性 

雌：胃潰瘍 

 

児動物：毒性所見なし 

 

 

 

(繁殖能に対する影響は

認められない) 

 

親動物、雌雄：18.5 

児動物：55.5 

 

親動物 

雄：体重増加抑制、鼻上

皮増生・変性 

雌：胃潰瘍 

 

児動物：毒性所見なし 

 

 

 

(繁殖能に対する影響は

認められない) 

 

 

0､6.2､18.5､55.5 

(投与 8 日以降の 

経口投与量換算値) 

 

0、3.1、9.25、27.8 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 

 

 

発生毒性 

試験① 

(吸入暴露) a 

0､10､30､90 ppm 

 

母動物：25.9 

胎児：77.7 

 

母動物：体重増加抑制、

摂餌量及び飲

水量減尐 

胎児：毒性所見なし 

 

 

(催奇形性は認められな

い) 

 

母動物：25.9 

胎児：25.9 

 

母動物：体重増加抑制、

摂餌量及び飲

水量減尐 

胎児：低体重 

 

 

(催奇形性は認められな

い) 

 

 

0､8.6､25.9､77.7 

(経口投与量換算値) 

 

0、4.3、13.0、38.9 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 

 

 

発生毒性 

試験② 

(吸入暴露) a 

0､20､60､120 ppm 

 

母動物：‐ 

胎児：51.8 

 

母動物：体重増加抑制、

肝絶対重量減

尐 

胎児：椎骨中心の骨化遅

延増加 

 

(催奇形性は認められな

い) 

 

母動物：‐ 

胎児：104 

 

母動物：体重増加抑制、

肝絶対重量減

尐 

胎児：毒性所見なし 

 

 

(催奇形性は認められな

い) 

 

 

0､17.3､51.8､104 

(経口投与量換算値) 

 

0、8.65、25.9、52.0 

(肺からの吸収率を

考慮した推定検体摂

取量) 

マウス 

90 日間 

亜急性毒性 

試験① b 

0､10､50､100､ 

200 

雌雄：10 

 

雌雄：前胃の角化亢進及

び扁平上皮過形成等 

 

雌雄：10 

 

雌雄：前胃の角化亢進及

び扁平上皮過形成等 

 

90 日間 

亜急性毒性 

試験② b 

0､15､50､100､ 

175 

雌雄：15 

 

雌雄：体重増加抑制 

雌雄：15 

 

雌雄：体重増加抑制 
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動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重/日） 

無毒性量（mg/kg 体重/日）1) 

食品安全委員会 
参考 

（農薬抄録） 

 

90 日間 

亜急性吸入 

毒性試験 a 

0､10､30､90 ppm 

 

雌雄：36.0 

 

雄：体重増加抑制 

雌：体重増加抑制 

 

(一次刺激として、90 

 ppm で鼻腔の変化が雌 

に認められた) 

雌雄：36.0 

 

雄：体重増加抑制 

雌：体重増加抑制、鼻腔

の細胞萎縮及び核異常 
 

 

0､13.4､36.0､104 

(経口投与量換算値) 

 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験 b 

0､2.5､25､50 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制及び

摂餌量減尐 

 

(発がん性は認められな

い) 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制及び

摂餌量減尐 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

2 年間 

慢性毒性/ 

発がん性 

併合試験 

(吸入暴露) b 

0､5､20､60 ppm 

 

雌雄：5.2 

 

雌雄：膀胱上皮過形成 

 

(一次刺激として、20 

 ppm で鼻腔の変化が雌 

雄に認められた) 

 

(肺気管支腺腫発生頻度

増加) 

雌雄：5.2 

 

雌雄：膀胱上皮過形成及

び鼻腔の呼吸上皮過形

成 

 

(肺気管支腺腫発生頻度

増加) 

 

 

0､5.2､20.7､62.0 

(経口投与量換算値) 

 

 

 

 

18 か月間 

発がん性 

試験 b 

0､2､10､25 

雌雄：10 

 

雌雄：膀胱の硝子変性等 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

雌雄：10 

 

雌雄：膀胱の硝子変性等 

 

(発がん性は認められな

い) 

 

2 年間 

発がん性 

試験 a 

0､50､100 

雌雄：－ 

 

雌雄：膀胱上皮過形成等 

 

(膀胱、肺及び前胃の腫

瘍発生頻度増加) 

 

雌雄：－ 

 

雌雄：膀胱上皮過形成等 

 

(膀胱、肺及び胃の腫瘍

発生頻度増加) 

ウサギ 

発生毒性 

試験 

(吸入暴露) a 

0､20､60､120 ppm 

 

母動物：12.3  

胎児：73.5  

 

母動物：体重増加抑制 

胎児：毒性所見なし 

 

(催奇形性は認められな

い) 

母動物：12.3 

胎児：73.5 

 

母動物：体重増加抑制 

胎児：毒性所見なし 

 

(催奇形性は認められな

い) 

 

 

0､12.3､36.8､73.5 

(経口投与量換算値) 
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動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重/日） 

無毒性量（mg/kg 体重/日）1) 

食品安全委員会 
参考 

（農薬抄録） 

イヌ 

1 年間 

慢性毒性 

試験 b 

0､0.5､2.5､15 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制等 

雌雄：2.5 

 

雌雄：体重増加抑制等 

ADI 

NOAEL：2 

SF：100 

ADI：0.02 

NOAEL：2 

SF：100 

ADI：0.02 

ADI 設定根拠資料 
ラット 2 年間慢性毒性/ 

発がん性併合試験① 

ラット 2 年間慢性毒性/ 

発がん性併合試験① 

ADI：一日摂取許容量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量 ‐：無毒性量は設定できず 
1) 最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。 
a：安定化剤としてエピクロロヒドリンを添加した原体が使用された。 
b：安定化剤としてエポキシ化大豆油を添加した原体が使用された。 
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＜別紙 1：代謝物/分解物略称＞ 

記号 略称 化学名 

D 

MA、 

メルカプツール酸抱合体 

1,3-D-MA 

S-シス/トランス-3-クロロ-2-プロペン-1-イル-N- 

アセチルシステイン 

E SO、D のスルホキシド体 

シス/トランス-3-クロロ-2-プロペン-1-イル-2- 

アセトアミド-2-ヒドロキシカルボニル-エチル- 

スルホキシド 

F SO2、D のスルホン体  

G/H シス/トランス-3-CA 
シス/トランス-3-クロロアリルアルコール 

(シス/トランス-3-クロロ-2-プロペン-1-オール) 

I/J シス/トランス-3-CACryl シス/トランス-3-クロロアクリル酸 

DCPO  1,3-ジクロロ-1-プロペンオキシド 

2,3-DMC  
3-ヒドロキシプロパン-1,2-イル-ビス-N- 

アセチルシステイン 

3,3-DMC  
3-ヒドロキシプロパン-1,1-イル-ビス-N- 

アセチルシステイン 

 

 

 

 



54 

＜別紙 2：検査値等略称＞ 

略称 名称 

A/G 比 アルブミン/グロブリン比 

ai 有効成分量 

Alb アルブミン 

ALT 
アラニンアミノトランスフェラーゼ 

［=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT）］ 

APTT 活性化部分トロンボプラスチン時間 

AUC 薬物血中濃度－時間曲線下面積 

Bil ビリルビン 

BrdU 5-ブロモ-2'-デオキシウリジン 

ChE コリンエステラーゼ 

Cmax 最高濃度 

DEN N-ニトロソジエチルアミン（ジエチルニトロソアミン） 

Glu グルコース（血糖） 

GSH グルタチオン 

GST グルタチオン S トランスフェラーゼ 

GST-P 胎盤型グルタチオン-S-トランスフェラーゼ 

Hb ヘモグロビン（血色素量） 

Ht ヘマトクリット値 

LC50 半数致死濃度 

LD50 半数致死量 

MCH 平均赤血球血色素量 

MCV 平均赤血球容積 

PB フェノバルビタール（ナトリウム） 

PHI 最終使用から収穫までの日数 

PLT 血小板数 

RBC 赤血球数 

T1/2 消失半減期 

TAR 総投与（処理）放射能 

T.Chol 総コレステロール 

TG トリグリセリド 

Tmax 最高濃度到達時間 

TP 総蛋白質 

TRR 総残留放射能 

UDS 不定期 DNA 合成 

VC ビニルカルバメート 

WBC 白血球数 
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＜別紙 3：作物残留試験成績＞ 

1,3-ジクロロプロペン 92% 油剤 

作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

きゅうり 

(ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ) 

（果実） 

昭和 52 年度 
92％ 油剤 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 59 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

きゅうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 52 年度 

1 1 36 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

きゅうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 55 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

きゅうり 

（露地） 

（果実） 

昭和 53 年度 

1 
1 50 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

きゅうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 56 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 49 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

きゅうり 

（露地） 

（果実） 

昭和 56 年度 

1 1 43 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

だいこん 

（露地） 

（根部） 

昭和 52 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 80 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 91 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

だいこん 

（露地） 

（葉部） 

昭和 52 年度 

1 1 80 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 91 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

だいこん 

（露地） 

（根部） 

昭和 55 年度 
92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 73 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 65 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

だいこん 

（露地） 

（葉部） 

昭和 55 年度 

1 1 73 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 65 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

にんじん 

（露地） 

（根部） 

昭和 52 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

2 1 146 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

にんじん 

（露地） 

（根部） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 118 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

1 1 114 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

1 1 118 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 160 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

トマト 

(ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ) 

（果実） 

昭和 52 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 96 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

トマト 

（施設） 

（果実） 

昭和 53 年度 

1 1 92 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

トマト 

（露地） 

（果実） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 76 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

トマト 

（施設） 

（果実） 

昭和 54 年度 

1 1 58 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

レタス 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 55 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

1 1 63     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 63 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

はくさい 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 
77- 

125 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

はくさい 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 55 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 78-87 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かんしょ 

（露地） 

（塊根） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 132 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

すいか 

（露地） 

（果実） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 90-92 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

すいか 

（露地） 

（果実） 

昭和 55 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 87-91 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

いちご 

（施設） 

（果実） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 

1 165 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

1 152     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 

1 164 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

1 166     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

いちご 

（施設） 

（果実） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 170 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

いちご 

（露地） 

（果実） 

昭和 54 年度 

1 1 224 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 



58 

作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

だいず 

（露地） 

（乾燥子実） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 190 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 112 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

えだまめ 

（露地） 

(まめ,さや) 

昭和 54 年度 

1 1 
100- 

124 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

1 1 
100- 

124 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

だいず 

（露地） 

（乾燥子実） 

昭和 56 年度 92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 
132- 

136 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

えだまめ 

（露地） 

(まめ,さや) 

昭和 56 年度 

1 1 88- 

105 

（さやと 

まめ） 

<0.001 

（さやと 

まめ） 

<0.001 

（さやと 

まめ） 

<0.001 

（さやと 

まめ） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

（まめ） 

<0.001 

（さや） 

<0.001 

てんさい 

（露地） 

（根部） 

昭和 53 年度 92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 

1 382 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

てんさい 

（露 地） 

（茎葉部） 

昭和 53 年度 

1 382 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

てんさい 

（露地） 

（根部） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

30ℓ/10a 

 

灌 注 

1 

1 387 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

てんさい 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 54 年度 

1 387 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

ばれいしょ 

（露地） 

（塊茎） 

昭和 56 年度 

92％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 2 112 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ばれいしょ 

（露地） 

（塊茎） 

昭和 54 年度 

92％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 
83- 

105 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

メロン 

（施設） 

（果実，果 

皮を除く） 

昭和 58 年度 
92％ 油剤 

 

30 L10a 

 

潅 注 

1 1 104 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

メロン 

（ハウス， 

両側開放） 

（果実，果 

皮を除く） 

昭和 58 年度 

1 1 119 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

メロン 

（施設） 

（果実，果 

皮を除く） 

昭和 61 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

1 1 106 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 87 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

こんにゃく 

（露地） 

（球茎） 

昭和 59 年 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
112- 

169 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ごぼう 

（露地） 

（根部） 

昭和 59 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
166- 

190 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

ごぼう 

（露地） 

（根部） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30~30.9 L 

/10a 

 

潅 注 

2 1 184 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぼちゃ 

（施設） 

（果実） 

昭和 59 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 85-86 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぼちゃ 

（施設） 

（果実） 

昭和 61 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 77-86 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

さといも 

（露地） 

（球茎） 

昭和 59 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
177- 

210 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ピーマン 

（施設） 

（果実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
52- 

103 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ピーマン 

（施設） 

（果実） 

昭和 61 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 59-66 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

なす 

（施設） 

（果実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
42- 

111 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

なす 

（施設） 

（果実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 35-64 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

らっかせい 

（露地） 

（乾燥子実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
113- 

150 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

かぶ 

（露地） 

（根部） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 59-62 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぶ 

（露地） 

（葉部） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 59-62 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぶ 

（露地） 

（根部） 

昭和 61 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 48-57 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぶ 

（露地） 

（葉部） 

昭和 61 年度 

2 1 48-57 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

しろうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 59-84 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

しろうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 61 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 70-77 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

しょうが 

（露 地） 

（塊 茎） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
136- 

140 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

しょうが 

（露地） 

（塊茎） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
194- 

210 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ほうれんそう 

（施設） 

（茎葉部） 

昭和 60 年度 
92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

1 1 75 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ほうれんそう 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 60 年度 

1 1 48 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

ほうれんそう 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 53 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 71-77 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

やまのいも 

（露地） 

（塊根） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

20-30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
168- 

174 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

こまつな 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 34     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

こまつな 

（施設） 

（茎葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 56-62 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

キャベツ 

（露地） 

（茎葉部） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 69-71 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

まくわうり 

（露地） 

（果実） 

昭和 60 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 83-90 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
まくわうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 60 年度 

はつかだいこん 

（施設） 

（葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 41-42     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

はつかだいこん 

（施設） 

（根部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 41-42     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

みつば 

（露地） 

（茎葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

灌 注 

1 1 151     <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

灌 注 

1 1 283 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

パセリ 

（施設） 

（茎葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
115- 

136 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

みょうが 

（施設） 

（花穂） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

1 1 
197- 

203 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

ねぎ 

（露地） 

（茎葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
77- 

176 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

オクラ 

（施設） 

（果実） 

平成 15 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
79- 

125 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

にがうり 

（施設） 

（果実） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 50-79     <0.001 <0.001 <0.002 <0.002 

しそ 

（施設） 

（葉部） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

30.5-33.3 

L/10a 

 

潅 注 

2 1 41-85     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

食用ぎく 

（施設） 

（花） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

28.3-31.2 

L/10a 

 

潅 注 

2 1 
112- 

113 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

うど 

（露地） 

（軟白茎） 

平成 16 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 278 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

薬用にんじん 

（露地） 

（根茎） 

平成 17 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
366- 

372 
    <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

しそ(花穂) 

（施設） 

（花） 

平成 17 年度 

92％ 油剤 

 

29-40 L/10a 

 

潅 注 

2 1 47-55     <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

セルリー 

（露地） 

（茎葉部） 

平成 17 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

1 1 123 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

セルリー 

（施設） 

（茎葉部） 

平成 17 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

1 1 150 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

もりあざみ 

（露地） 

（根部） 

平成 18 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 126     <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

 

 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

らっきょう 

（露地） 

（鱗茎） 

平成 19 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
292- 

299 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

もりあざみ 

（露地） 

（根部） 

平成 18 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 126     <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 

らっきょう 

（露地） 

（鱗茎） 

平成 19 年度 

92％ 油剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
292- 

299 
    <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

みずな 

（施設） 

（茎葉） 

平成 19 年度 

92％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 65     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

チンゲンサイ

（施設） 

（茎葉） 

平成 21 年度 

97％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 31-37 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

さやいんげん

（施設） 

（さや） 

平成 21 年度 

97％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 73-74 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

にら 

（施設） 

（茎葉） 

平成 22 年度 

97％ 油剤 

 

20 L/10a 

 

潅 注 

2 1 
113- 

118 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

注）全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。 
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1,3－ジクロロプロペン 55％ 油剤 （旧 D-D 55） 

作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

にんじん 

(露地) 

(根部) 

昭和 46 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 
1 

1 153 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

40 L 

/10a 
1 153 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

20 L 

/10a 
1 

1 118 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

40 L 

/10a 
1 118 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

20 L 

/10a 
1 

1 122 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

40 L 

/10a 
1 122 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

はくさい 

(露地) 

(茎葉部) 

昭和 46 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 

1 

1 110 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

40 L 

/10a 
1 110 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

20 L 

/10a 

1 

1 97 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

40 L 

/10a 
1 97 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

えだまめ 

(露地) 

(まめ) 

昭和 46 年度 55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 

1 

1 75 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

40 L 

/10a 
1 75 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

だいず 

 (露地) 

(乾燥子実) 

昭和 46 年度 

20 L 

/10a 
1 94 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

40 L 

/10a 
1 94 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

えだまめ 

(露地) 

(まめ,さや) 

昭和 48 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

40 L 

/10a 
1 

1 127 

(さや及

びまめ) 

<0.002 

(さや

及びま

め) 

<0.002 

(さや

及びま

め) 

<0.002 

(さや

及びま

め) 

<0.002 

    

だいず 

 (露地) 

(乾燥子実) 

昭和 48 年度 

1 161 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

きゅうり 

 (施設) 

 (果実) 

昭和 46 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 

1 

1 83 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

1 89 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

1 119 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

40 L 

/10a 

1 83 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

1 89 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

1 119 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

きゅうり 

(露地) 

(果実) 

昭和 48 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

40 L 

/10a 
1 

1 54 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
    

1 69 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
    

1 84 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

    

こんにゃく 

(露地) 

(塊茎) 

昭和 47 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 
1 

1 175 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

40 L 

/10a 
1 175 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

20 L 

/10a 

1 

1 204 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
    

40 L 

/10a 
1 204 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

    

いちご 

(露地) 

(果実) 

昭和 47 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 

1 

1 

1 

1 

206 

209 

213 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

40 L 

/10a 

1 

1 

1 

206 

209 

213 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

いちご 

(施設) 

(果実) 

昭和 47 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

20 L 

/10a 

1 

1 

1 

1 

126 

140 

151 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

40 L 

/10a 

1 

1 

1 

126 

140 

151 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

かんしょ 

(露地) 

(塊根) 

昭和 50 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

40 L 

/10a 
1 1 138 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

44 L 

/10a 
1 1 154 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

トマト 

(露地) 

(果実) 

昭和 50 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

40 L 

/10a 

1 1 74 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 74 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

てんさい 

(露地) 

(塊根) 

昭和 46 年度 

55％ 

 

油剤 

 

潅注 

40 L 

/10a 

1 

1 367 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

60 L 

/10a 
1 367 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

40 L 

/10a 

1 

1 361 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

60 L 

/10a 
1 361 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

てんさい 

(露地) 

(茎葉部) 

昭和 46 年度 

40 L 

/10a 

1 

1 367     <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

60 L 

/10a 
1 367     <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

40 L 

/10a 

1 

1 361     <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

60 L 

/10a 
1 361     <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

すいか 

(露地) 

(果実) 

昭和 53 年度 

55％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 104 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 96 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

やまのいも 

(露地) 

(塊根) 

昭和 53 年度 

55％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 162 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 195 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

(栽培形態) 

(分析部位) 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

ばれいしょ 

(露地) 

(塊根) 

昭和 53 年度 

55％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 132 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 361 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

だいこん 

(露地) 

(根部) 

昭和 53 年度 55％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 86 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 151 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

だいこん 

(露地) 

(葉部) 

昭和 53 年度 

1 1 86 <0.0005 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 151 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

落花生 

(露地) 

(子実) 

昭和 54 年度 

55％ 油剤 

 

40 L/10a 

 

潅 注 

1 1 167 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 197 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

注）全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。 

 

 

クロルピクリン 1)（40%）・1,3-ジクロロプロペン（52%）くん蒸剤 

作物名 

 

(栽培形態) 

(分析部位) 

 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

葉しょうが 

（施設） 

（塊茎） 

平成 17 年度 

ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ・D-D 

くん蒸剤 

 

30 L/10a 

 

潅 注 

1 1 87     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 90     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

注）全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。 
1)：殺線虫剤 
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メチルイソチオシアネート 2)（20%）・1,3-ジクロロプロペン（40%）油剤 

作物名 

 

(栽培形態) 

(分析部位) 

 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

にんじん 

（露地） 

（根部） 

昭和 46 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 
1 

1 

166 

234 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

1 
1 

1 

134 

197 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

1 1 186 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 

にんじん 

（露地） 

（可食部） 

昭和 51 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 143 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

1 1 147 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

だいこん 

（露地） 

（根部） 

昭和 47 年度 
ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 86 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 

1 1 82 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 

だいこん 

（露地） 

（葉部） 

昭和 47 年度 

1 1 86 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 

1 1 82 <0.03 <0.03 <0.04 <0.04 <0.02 <0.02 <0.03 <0.03 

だいこん 

（露地） 

（根部） 

昭和 50 年度 
ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 76 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0008 <0.0008 

1 1 81 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0008 <0.0008 

だいこん 

（露地） 

（葉部） 

昭和 50 年度 

1 1 76 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0008 <0.0008 

1 1 81 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0008 <0.0008 

きゅうり 

（施設） 

（果実） 

昭和 47 年度 
ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 
1 

1 

52 

77 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

きゅうり 

（露地） 

（果実） 

昭和 47 年度 

1 

1 

1 

1 

65 

76 

88 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.04 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

<0.02 

きゅうり 

（露地） 

（可食部） 

昭和 50 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 

1 

1 

1 

54 

63 

75 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

1 

1 

1 

1 

67 

78 

88 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0004 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

<0.0008 

いちご 

（露地） 

（可食部） 

平成 48 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 237 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002     

1 1 206 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002     



71 

作物名 

 

(栽培形態) 

(分析部位) 

 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

こんにゃく 

いも 

（露地） 

（根部） 

平成 48 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 178 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002     

1 1 162 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002     

トマト 

（露地） 

（可食部） 

平成 49 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 
1 

1 

71 

84 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 
    

1 
1 

1 

65 

73 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 
    

なす 

（露地） 

（可食部） 

平成 49 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 
1 

1 

54 

75 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 
    

1 
1 

1 

71 

84 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 

<0.002 
    

やまのいも 

（露地） 

(塊根) 

平成 54 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 197 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

1 1 243 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001     

茶 

（露地） 

（製茶） 

昭和 57 年度 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

50L/10a 

潅 注 

1 1 410     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 423     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

茶 

（露地） 

(熱湯浸出 

試験) 

昭和 57 年度 

1 1 410     <0.017 <0.017 <0.017 <0.017 

1 1 423     <0.017 <0.017 <0.017 <0.017 

キャベツ 

（露地） 

（葉球） 

昭和 58 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 176 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 86 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

すいか 

（施設） 

（果実） 

昭和 59 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 94 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 114 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

らっきょう 

（露地） 

（鱗茎） 

昭和 60 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 305 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 292 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

 

(栽培形態) 

(分析部位) 

 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

ほうれんそう 

（施設） 

（茎葉） 

昭和 62 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 89 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 72 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

メロン 

（施設） 

（果実） 

昭和 62 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 112 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 113 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぶ 

（露地） 

（根部） 

平成元年度 
ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 76 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 78 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

かぶ 

（露地） 

（葉部） 

平成元年度 

1 1 76 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 78 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

にんにく 

（露地） 

（鱗茎） 

平成元年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 292 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 239 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ねぎ 

（露地） 

（茎葉） 

平成 2 年度 

ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

1 1 182 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

1 1 146 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ふき 

（露地） 

（葉柄） 

平成 15 年度 
ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

30 L/10a 

潅 注 

1 1 138     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

ふき 

（施設） 

（葉柄） 

平成 15 年度 

1 1 115     <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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作物名 

 

(栽培形態) 

(分析部位) 

 

実施年 

剤 型 

(有効成分量) 

希釈倍数 

又は 

使用量 

使用方法 

試 

験 

圃 

場 

数 

回 

数 

(回) 

PHI 

(日) 

残留値（mg/kg) 

公的分析機関 社内分析機関 

Z-体 E-体 Z-体 E-体 

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

たまねぎ 

（露地） 

（鱗茎） 

平成 18 年度 

ﾒﾁﾙ 

ｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

46.2 

L/10a 

潅 注 

A 

1 

1 

1 

1 

194 

201 

208 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

ﾒﾁﾙ 

ｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

46.6 

L/10a 

潅 注 

B 

1 

1 

1 

201 

208 

215 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

ﾒﾁﾙ 

ｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ 

・D-D 油剤 

40 L/10a 

潅 注 

A 

1 

1 

1 

1 

185 

192 

199 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

B 

1 

1 

1 

185 

192 

199 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

注）全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。 
2)：殺線虫剤、A：処理 14 日後植付け、B：処理 21 日後植付け 
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1,3-ジクロロプロペンに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）    

についての御意見・情報の募集結果について 

 

 

１．実施期間 平成２４年１２月１１日～平成２５年１月９日 

 

 

２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 

 

３．提出状況 ８通（１件を８分割したもの） 

 

 

４．コメントの概要及びそれに対する農薬専門調査会の回答 

 

御意見・情報の概要※ 専門調査会の回答 

【意見１】 

１，３―ジクロロプロペン（以下、Ｄ-

Ｄという）のＡＤＩを 0.02mg/kg 体重/日

と設定することには、反対であり、再考願

いたい。 

 

 

 

 

 

［理由］ 

１．Ｄ-Ｄを用いたラットの混餌投与発が

ん性試験では肝細胞腺腫及び前胃の扁

平上皮乳頭腫が認められている。また、

マウスの混餌投与発がん性試験で肺気

管支腺腫、前胃の扁平上皮乳頭腫及び膀

胱移行上皮癌の発生頻度増加が認めら

れている。 

腫瘍発生機序検討試験の結果、非遺伝

毒性メカニズムとされたが、遺伝毒性試

験で、陽性と陰性の結果が混在している

こと、放射性物質や他の発がんイニシエ

ーターとの相乗作用を考えれば、Ｄ－Ｄ

のような高揮発性農薬の使用者や散布

地域周辺住民の吸入摂取、水系汚染によ

【回答１】 

農薬専門調査会では、今回設定した

ADIに基づき適切なリスク管理措置が

実施されれば、本剤の食品を介した安

全性は担保されると考えます。 

 なお、いただいた御意見はリスク管

理にも関するものと考えられることか

ら、リスク管理機関である厚生労働省、

農林水産省及び環境省に伝えます。 

 

［理由１及び２について］ 

遺伝毒性試験については、一部の試

験で陽性の結果が得られていますが、

得られた結果を総合的に判断し、1,3-

ジクロロプロペンに生体において問題

となる遺伝毒性はないものと判断しま

した。 

発がん性試験において、雌雄のラッ

トで肝細胞腺腫及び前胃の扁平上皮乳

頭腫、雌雄のマウスで肺気管支腺腫、

前胃の扁平上皮乳頭腫及び膀胱移行上

皮癌の発生頻度増加が認められていま

すが、腫瘍の発生機序は遺伝毒性によ

るものとは考え難く、評価に当たり閾

値を設定することは可能であると判断

別添２ 
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る地下水や飲料水からの一般人の摂取

により、人の健康（とくに、現在、がん

を発症している人）に影響を及ぼす恐れ

があることは否定できない。 

 

２．Ｄ-Ｄを用いたマウスの 2 年間慢性毒

性/発がん性併合試験（吸入曝露）で、

肺気管支腺腫や膀胱上皮過形成が認め

られる。腫瘍発生機序検討試験の結果、

非遺伝毒性メカニズムとされたが、上記

と同様、人の健康に影響を及ぼす恐れが

あることは否定できない。 

 

３．Ｄ－Ｄに含まれるエピクロルヒドリ

ン、1,2-ジクロロプロパン（以下 1,2-pr

という）には発がん性があり、それぞれ

の毒性試験結果も評価の対象とすべき

である。 

  毒性試験事例の中には、使用したＤ-

Ｄにこれらがどの程度含有されている

か不明なものがある。 

なお、エピクロルヒドリンは、ラット

の 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験の

評価において『前胃の過形成及び腫瘍を

誘発することが知られていることから、

本試験で認められた前胃の病変の発現

にはエピクロロヒドリンの影響も除外

できないと考えられた』とされている。 

  また、1,2-pr については、下記参考に

あげた、当グループの記事を参照された

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しました。 

農薬専門調査会では、食品中の残留

農薬について食品健康影響評価を行っ

ており、今回設定したADIに基づき適

切なリスク管理措置が実施されれば、

本剤の食品を介した安全性は担保され

ると考えます。なお、ADIの設定に当

たっては、疾患を有する人、健康な人

を問わず、あらゆる人の個人差を考慮

して安全係数を設定しています。 

 

 

 

［理由３について］ 

御指摘のとおり、エピクロロヒドリ

ン及び 1,2-ジクロロプロパンの両物質

は発がん性を有することが知られてお

ります。 

エピクロロヒドリンについては、当

初本剤の原体に安定化剤として添加さ

れていましたが、後に、安定化剤はエ

ポキシ化大豆油に変更され、現在は含

まれていないとされています。従って、

現在の原体が使用される限りにおいて

は、1,3-ジクロロプロペンの発がん性評

価においてエピクロロヒドリンの毒性

試験結果を評価の対象とする必要はな

いと考えます。 

また、評価に用いた毒性試験の中に

は 1,2-ジクロロプロパンの含有割合が

不明な試験もありますが、原体投与に

よる毒性試験では、1,2-ジクロロプロパ

ンのような原体混在物も含まれた原体

を用いて試験が実施され、原体混在物

による影響も含めて原体投与による影

響が評価されていることから、1,2-ジク

ロロプロパンそのものの毒性試験結果

も評価の対象とする必要はないと考え

ます。 

なお、本剤の評価においては、両物

質をより高い割合で含有する原体を使

用した試験成績も用いており、参照に
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４．Ｄ-Ｄは、シス体とトランス体（評価

書では、Ｚ体とＥ体）の混合物であり、

それぞれの生体内での挙動や毒性も異

なると考えられるため、これら幾何異性

体の作用の相違を明確にすべきである。 

 

 

 

 

５．現在、厚労省が提示して、Ｈ24 年 12

月 25 日からＨ25 年 1 月 24 日まで、パ

ブリックコメント意見を求めている水

質管理目標設定項目の目標値では、１，

３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ）は、 Z-

体と E 体の合計で 0.002mg/L となって

おり、これは、53.3kg 体重の成人が一

日に 2L の飲料を摂取するとした場合、 

 ＡＤＩ×0.1×53.3÷2＝0.002 の算出式に

基づけば、ADI は 0.00075mg/kg 体重/

日でなければならないことを意味する。 

 

【参考】 

反農薬東京グループ機関誌「てんとう虫情

報」251 号（2012 年 7 月）より 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFile

Download?seqNo=0000095008 

 

*** 胆管がん原因説の 1,2-ジクロロプロ

パンは農薬Ｄ－Ｄに含まれる？ *** 

 

 5 月開催の産業衛生学会で、産業医科大

学の熊谷信二さんが、印刷会社の若年労働

者に胆管がんがみられ、その原因として溶

剤 1,2-ジクロロプロパン(以下、1,2-pr と

記す)などが疑われるとの報告を行いまし

た。これを契機に、厚労省も本格的な労災

職業病としての調査に乗り出しています。 

 じつは、1,2-pr は、農薬成分として使用

量第一位の土壌処理用殺虫剤Ｄ－Ｄ(別名

挙げた資料で評価を行うことは妥当で

あると考えます。 

 

［理由４について］ 

本剤原体の異性体組成は「Z-体/E-体

＝1.5～1.1/1.0」とされています。評価

に当たっては当該組成の原体を使用し

た試験結果も用いていることから、異

性体の作用の相違を明確にしなくと

も、本剤の評価は可能であると考えま

す。 

 

［理由５について］ 

 御指摘のパブリックコメントのペー

ジに掲載されている（参考 1）の 1 の

（3）アにおいて、「平成 24 年 3 月以降

の食品安全委員会答申による目標値の

見直しについては、次回の厚生科学審

議会生活環境水道部会で方針を決定

後、平成 25 年度のパブリックコメント

手続きを経て設定される。」と記載され

ており、1,3-ジクロロプロペンの目標値

については、食品安全委員会委員長か

ら厚生労働大臣へ食品健康影響評価の

結果を通知した後に、必要に応じて見

直されるものと考えられます。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?

CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=4

95120308&Mode=0 

 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000095008
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000095008
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120308&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120308&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120308&Mode=0
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テロン)に含まれる物質です。環境省の農

薬データベースにもでており、製造輸入量

の推移(化審法監視物質で農薬用以外も含

む)が掲載されています。 

 

★Ｄ－Ｄが増大した背景 

 1981～84 年のことですが、アメリカで

くん蒸用途の殺虫剤ＥＤＢの発がん性が

問題になりました。日本でもくん蒸処理す

る港湾労働者の保護、果実やコムギ及びコ

ムギ製品への残留規制、土壌くん蒸による

地下水汚染防止が求められました。農水省

は、82 年 1 月、くん蒸処理する農薬使用

者に対し、ＥＤＢを取り扱う際の注意事項

を発出しました（ただし、ＥＤＢに発がん

性があることは書かれていない）。 

 82 年 9 月に、アメリカで、土壌くん蒸

剤ＥＤＢが使用禁止となった後、83 年 6

月には、農水省は、ＥＤＢの製造・使用自

粛を要請しました。その時、同省が、ＥＤ

Ｂの代替として挙げたのが同じハロゲン

系のＤ－Ｄ剤です。Ｄ－Ｄ剤の出荷は 84

年には 83 年から倍増し、その後も 8000

～12000kl の製造が続いています。 

 

★製造時期により異なる 1,2-pr 含有量 

 Ｄ－Ｄの活性成分は 1,3-ジクロロプロ

ペン(以下 1,3-pr)ですが、1,2-pr も含有

され、その組成は、以下のように製剤登録

時期、即ち製造時期により、違います。 

・登録番号～5000 の製剤  

ジクロロプロペン/ジクロロプロパン/

その他の炭化水素の塩化物合計 100％                                            

(→その後 D-D(1,3-pr)55％となる) 

・登録番号 7000～11700  

D-D(1,3-pr)55% 

・登録番号 15000～21000  

D-D(1,3-pr)92％ 

・登録番号 22000～    

D-D(1,3-pr)97％ 

 これらの数値からＤ－Ｄ製剤の活性成

分 1,3-pr の含有率が 55％、92％、97％と
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変化していることがわかりますが、アメリ

カの 1,3-pr：52％のＤ－Ｄ製剤には、い

ま問題になっている 1,2-pr：29％のもの

もあります。日本の製剤は 1,2-pr 含有率

が不明なため、農水省に尋ねています。 

  

 5 月 28 日： 農薬中の補助成分と不純物

についてのお尋ね（まだ、回答がありませ

ん。） 

 

★農薬製剤には毒性情報を記すべき 

 

 アメリカでは、テロン II 液剤

(1,3-pr97.5%)の説明書に、発がん性情報

として、主成分の 1,3-pr がマウスの動物

実験でオスに良性肺腫瘍が増加したこと

を、又、1,3-pr とクロルピクリンの複合製

剤に、急性毒性と発がん性のため、使用を

有資格者に限る旨の記載があります。 

 私たちは、農薬危害防止運動への要望

で、農薬使用者の保護のため、神経毒性や

発がん性が認められる旨を記した説明書

を製剤に添付するように求めましたが、農

水省は『農薬がどのような毒性を有するか

を表示するのではなく、－中略－、どのよ

うな防護装備を着用し、何に注意して散布

すべきなのか等を農薬ラベルに使用上の

注意事項として示すことが重要と考えて

います』としただけでした。防備や使用上

の注意は必須ですが、それに加えて、使用

者には、農薬毒性情報を正確に知らせるべ

きです。 

 

【参考記事への関連リンク】 

 厚労省：胆管がん相談窓口 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/b

unya/koyou_roudou/roudoukijun/tanka

ngan/ 

 ダウアグロサイエンス日本：テロンの登

録内容 

http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/

telone.htm 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/tankangan/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/tankangan/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/tankangan/
http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/telone.htm
http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/telone.htm
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MSDS 

http://www.dowagro.com/webapps/lit/lit

order.asp?filepath=/012-20105.pdf 

 旭 D-D の登録内容 

http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/

asahiDD.htm 

  MSDS 

http://msdssearch.dow.com/PublishedLi

teratureDAS/dh_05b5/0901b803805b5a

8b.pdf 

 D-D 剤の劇物指定について   

http://www.dowagro.com/jp/new/201012

31_dd.htm 

 

※頂いた御意見・情報をそのまま掲載しています。 

http://www.dowagro.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=/012-20105.pdf
http://www.dowagro.com/webapps/lit/litorder.asp?filepath=/012-20105.pdf
http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/asahiDD.htm
http://www.dowagro.com/jp/ryosho/prod/asahiDD.htm
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_05b5/0901b803805b5a8b.pdf
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_05b5/0901b803805b5a8b.pdf
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_05b5/0901b803805b5a8b.pdf
http://www.dowagro.com/jp/new/20101231_dd.htm
http://www.dowagro.com/jp/new/20101231_dd.htm
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